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●文部科学省挨拶

高等教育局主任大学改革官 山﨑 秀保

本日は、平成１６年度「現代的教育ニーズ

取組支援プログラム」フォーラムにご来場い

ただき、誠にありがとうございます。

１８歳人口が減少を続ける中、大学・短期

大学の収容力(入学者数÷志願者数)が平成１

９（２００７）年には１００％に達すると予

測されるなど、高等教育をめぐる状況は激し

さと厳しさを増していますが、その一方、こ

れからの「知識基盤社会」において、大学を

はじめとする高等教育機関は、個人の人格形

成の上でも、社会・経済・文化の発展や国際

競争力の確保といった国家戦略の上でも、極

めて重要な役割を期待されています。

本年１月、中央教育審議会は「我が国の高

等教育の将来像」という答申を行いました。

この答申では、同年齢の若年人口の過半数が

高等教育を受けるという状況の中で、各大学

等は、社会から期待される役割・機能を十分

に踏まえた教育研究を展開し、個性・特色を

明確化することが重要であることや、今後、

各大学は自らの選択により機能別に分化して

いくことなどについて提言をいただきまし

た。

また、答申では、各大学がどのような機能

に比重をおいて個性・特色を明確化するにし

ても、適切な評価に基づいてそれぞれにふさ

わしい適切な支援がなされるよう、基盤的経

費助成と競争的資源配分を有効に組み合わせ

ることなどにより、多元的できめ細やかなフ

ァンディング・システムが構築されることが

必要であるとされています。

このため、文部科学省では、「特色ある大

学教育支援プログラム（特色ＧＰ）」や「現

代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代Ｇ

Ｐ）」といった国公私立大学を通じた競争的

な環境の下で大学教育改革への取組を支援す

る事業を推進しているところですが、今後、

さらにその一層の充実に努めていきたいと考

えているところであります。

さて、「現代的教育ニーズ取組支援プログ

ラム（現代ＧＰ）」は、社会的要請の強い政

策課題に対応したテーマ設定を行い、各大学

・短期大学・高等専門学校から申請された取

組の中から、特に優れた教育プロジェクトを

選定し、財政支援を行うことにより、高等教

育のさらなる活性化が促進されることを目的

として、平成１６年度に新規事業として立ち

上げたものです。
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初年度である１６年度は非常にタイトな日

程にもかかわらず、５５９件という非常に多

くの多様な申請があり、それらの中から、「現

代的教育ニーズ取組選定委員会」において厳

正な審査の結果、特に優れた取組として８６

件が選定されました。

ＧＰは、選定された取組を他の大学が参考

にすることによってさらなる大学教育改革の

推進につながていくことを重要な目的として

おります。選定された大学等におかれまして

は、ホームページ等を積極的に活用し、随時、

取組の実施状況や今後の予定、成果を情報発

信していただくことが大切です。高等学校関

係の方々からもＧＰについての各大学等の積

極的な情報提供を望む声を頂戴しているとこ

ろです。

特に、現代ＧＰについては、文部科学省の

ホームページに、選定された大学等の取組を

紹介するページへのリンク集をおいていると

ころですので、随時、最新の情報に更新され、

内容等を充実していただくようお願いしま

す。

また、他の大学の取組については、特色Ｇ

Ｐの事例集や現代ＧＰの事例紹介ホームペー

ジ等を積極的に活用し、参考にしていただき

ますようお願いします。

文部科学省では、昨年１０月にすべての国

公私立の大学・短期大学・高等専門学校を対

象に、ＧＰについてのアンケートを実施いた

しました。今回のフォーラムにおいても明日

のポスターセッション会場に文部科学省ブー

スを設け、その結果を掲載するとともに資料

配布いたしますが、ご回答いただきました１，

０５０校のうち６割強の大学等から、ＧＰへ

の申請が学内の活性化に役立っているという

ご回答をいただいております。

このように、ＧＰは選定されることだけで

なく、学内で申請に至る議論を行っていただ

く過程それ自体にも意義のある事業でありま

す。 １７年度も各大学等の積極的な申請を

期待していますので、よろしくお願い申し上

げます。

本日からはじめるフォーラムは、選定委員

会の委員の先生方のお考えや選定された大学

等の取組について直接意見交換できる貴重な

機会です。参加された皆様方におかれまして

は、積極的にこの機会を活用していただけれ

ば幸いに存じます。
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本日のパネルディスカッションが実りある

ものとなるよう期待しますとともに、明日の

ポスターセッションにも積極的な参加をお願

い申し上げます。

最後に、ご申請いただきました各大学・短

期大学・高等専門学校の関係の方々、そして、

大変厳しい日程の中で精力的な審査をしてい

ただきました荻上委員長、永田副委員長をは

じめとする委員、部会委員、ペーパーレフェ

リーの先生方に、この場をお借りして、改め

て厚く御礼申し上げまして、挨拶とさせてい

ただきます。
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●選定委員会委員長挨拶

大学評価・学位授与機構教授 荻上 紘一

１.「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」

の趣旨について

選定に携わりました立場から一言ご挨拶を

申し上げます。よく「大学は閉鎖的である」

というようなことを社会からいわれますが、

多くの大学が社会のニーズに応える「開かれ

た大学」を目指して様々な教育面の改革に努

めていらっしゃると思います。そのような状

況の中で、「現代ＧＰ」は、各種の審議会か

らの提言等をもとに社会的要請の強いテーマ

を設定して、各大学等から申請された取組の

中から、特に優れた教育プロジェクトを選定

して財政支援を行うことによって、高等教育

の活性化を促進することを目的としてはじめ

られたものです。

「特色ＧＰ」が継続的に実績を挙げている

取組を対象としているのに対して、この「現

代ＧＰ」は、必ずしも実績に拘らずに、テー

マの趣旨・目的に沿った確実な実施計画のも

とに我が国の大学教育改革に資することが期

待できる取組を対象としています。従って、

「現代ＧＰ」は新しい教育モデルへの挑戦を

期待するものであり、委員の一人は「未来志

向の夢のあるＧＰ」と呼んでいました。当然

のことながら、選定にあたっては、内容の新

規性やテーマの趣旨・目的への適合性のみな

らず、その「実現可能性」を重要な判断基準

としました。

私自身も机の上に申請書類を広げておき可

能な限り目を通しましたが、多くの申請に

「 something new」 がみられ、多くの大学に

おいて様々な「工夫」のある取組を実施しよ

うとしているエネルギーを実感することがで

きました。このエネルギーが我が国の高等教

育の発展につながることを確信しておりま

す。

申請は先程紹介がありましたように、全部

で５５９件ありそのなかからの８６件を選定

しました。

２.高等教育も「競争」と「評価」の時代

選定のプロセスあるいは内容等については

この後それぞれの部会の担当委員から紹介が

ありますのでここでは触れませんが、公募期

間が２０日程度であったにも拘わらず、５５９

件もの申請があったことは、「競争的環境の

中で個性輝く大学をつくる」努力が、研究の

みならず教育に関しても、多くの大学等にお

いて着実に積み重ねられつつあることを実感

させるものでありました。高等教育は確実に
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「競争の時代」に入ったといえると思います。

一方において、学校教育法に規定された「認

証評価制度」が間もなく本格的に始動します。

「教育」に関する第三者評価といって良いと

思いますが、大学人の多くは「研究」に対す

る第三者評価には慣れていると思われます

が、「教育」に関する評価というのは、もし

かすると字引にない概念だったのではないか

と思われます。これからは教育の質が第三者

によって評価され、社会に公表されることに

なります。大学等は、教育の質に関しても競

争し、評価を受ける時代が到来したというこ

とだと思います。

このような状況の中で「現代ＧＰ」は、大

学等が現代的教育ニーズに応えるべく工夫す

ることに対してインセンティブを与えること

を目的としてスタートしました。

しかしながら、大学としてこのような申請

に取り組むのは容易なことではなかったと思

います。学内で横断的に教育内容や将来構想

を検討することが必要になり、学長のリーダ

ーシップが問われることになります。このよ

うな申請に取り組むことによって、「研究」

に関しては十分な熱意を持ち、競争的資金の

獲得に全力で取り組んできた大学人達が、大

学における「教育」の重要性を認識し、大学

と社会との関係を意識する結果になったもの

と思われます。

また、学内においては「学部の壁」を低く

するなどの効果があったのではないかと思い

ます。これまでの大学においては、各教員が

「一国一城の主」的な色彩が強く、「学部の

壁」「学科の壁」あるいは「教員間の壁」が

高かったのではないかと思います。教育にお

いて個々の教員の資質が重要であることは当

然ですが、間もなく本格的に始動する認証評

価制度などにおいて問われているのは組織と

しての教育力です。

「教育」に関しても「競争」と「評価」の

文化が定着することによって、我が国の高等

教育が十分な国際的競争力を有する水準に高

まることが望まれています。

「競争」と「評価」の時代には積極的な情

報発信が重要な意味を持ちます。先程山﨑主

任大学改革官から紹介があったように文部科

学省のホームページにおいてすべての選定さ

れた取組のリンク集が用意されています。

現時点では取組の内容が詳しく紹介されて

いる大学もある反面で単に「現代ＧＰに選定
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されました」という程度の簡単なものもあり

温度差が大きいように見受けられますが、選

定された大学等がホームページを有効に活用

して特色をＰＲするとともに社会から評価を

受けることによってさらに発展することを期

待したいと思います。ありがとうございまし

た。
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平成１６年度
現代的教育ニーズ取組支援プログラム
フォーラム・尼崎会場
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平成１６年度現代的教育ニーズ取組支援プログラム
フォーラム開催要項（尼崎会場：西日本）

パネルディスカッション

日時：平成１６年３月６日（日）１５：００～１７：００

場所：アルカイックホール・オクト（尼崎市総合文化センター内）

１．主催者挨拶 山﨑 秀保（文部科学省主任大学改革官）

２．選定委員会委員長挨拶 荻上 紘一（大学評価・学位授与機構教授）

３．パネルディスカッション
○司会進行

永田 眞三郎（選定委員会副委員長、関西大学法学部教授）
○パネリスト

荻上 紘一（選定委員会委員長、大学評価・学位授与機構教授）
上條 宏之（運営小委員会委員、長野県短期大学長）
谷口 弘行（運営小委員会委員、神戸学院大学法学部教授）
森 正夫（第１部会副部会長、名古屋大学名誉教授）
森山 明子（第２部会副部会長、武蔵野美術大学造形学部教授）
原田 園子（第３部会部会長、神戸女学院大学長）
八田 英二（第４部会部会長、同志社大学長）
足立 啓二（第５部会副部会長、熊本大学理事・副学長）
清水 康敬（第６部会部会長、メディア教育開発センター理事長）

４．質疑応答

５．総 括

ポスターセッション

日時：平成１６年３月７日（月）１０：００～１７：００

場所：アルカイックホール・オクト（尼崎市総合文化センター内）

・会場案内図および参加大学・短期大学・高等専門学校一覧は巻末を参照してください。
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●パネルディスカッション
運営小委員会委員からの報告

報 告 者

神戸学院大学法学部教授 谷口 弘行
長野県短期大学長 上條 宏之

神戸学院大学法学部教授 谷口 弘行

まず最初に現代ＧＰの趣旨・目的という非

常に一般的なことでありますが、そのことに

ついて報告、あるいは私のアイデアを申し上

げたいと思います。これは当然公募要領等に

は文章化され紹介されていますが、運営小委

員会でいろいろ議論するうちに内容的に深め

られて議論がなされました。その文章化され

たものの解釈ということで、委員としての私

の解釈を申し上げます。

皆さんのお手元に資料があるかと思います

が、文部科学省のホームページにて平成１６

年度の選定について委員の方々の文章が載っ

ております。私のものは一番最後のところに

出ておりますが、これは昨年、選定が終わっ

てすぐに書いたものであります。それと今日

のために若干メモ程度のレジュメをお手元に

配布しておりますので、ご覧いただければと

思います。

現代ＧＰの趣旨・目的というものに関し

て、これらの資料を簡単にフォローしながら

みていきたいと思いますが、これはもういわ

ずもがなのことが多くて、皆さんが挨拶をお

聞きになった山﨑主任大学改革官、荻上委員

長がおっしゃったことと重なると思います。

現代ＧＰは、１番目に新たな取組が対象で

あるということは、委員長もおっしゃいまし

たとおりです。大学改革に資する新たな取り

組みであるが、奇抜であったり、特異である

ことは必ずしも必要ではなくて、少し抽象的

ですが、高等教育の場での基本的な学力・思

考力を高めるためのもの、中身の話としてど

れだけ新しいものを持っているかということ

が強調されています。現代ＧＰは新しい教育

への１つの政策誘導であり、それについて文

部科学省、あるいは委員会がシンクタンク的

な役割を果たし、後押しをするという形で考

えております。

２番目の高等教育のプロフェッショナル化

というのは、誤解を恐れずに申し上げますと、

これも委員長がおっしゃったとおり、日本の

高等教育というものはある意味でアマチュア

の集まりであり、組織としてトレーニングす

る、評価する、フィードバックするという姿

勢がなかったであろうと考えられます。１人

１人の先生がいわば名人芸・職人芸的に教育
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を行っており、それはそれで立派なことでは

あるけれども、進学率５０パーセントに迫る

１８歳の学生に教育をしていくには限界があ

るのだろうと思います。そこで現代ＧＰ等を

通じて我々の中で共通項を持ち、プロフェッ

ショナル化して教育にあたるきっかけにする

べきだろうということです。研究については、

我々はきちんとしたノウハウを持っているわ

けですが、こと教育に関して、今後組織とし

て教育力を上げていくというのが１つの課題

であります。

３番目には取組の多様性と共通の性質と書

いております。これも様々なところで述べら

れておりますが、１つは新しい教育方法・内

容を誘導することによって、ある分野で最先

端の先導的大学をつくって、同時にいろいろ

な形で情報等を公開し、それを良い意味で各

大学がフォローしていく中で高等教育の底上

げを図るということです。

これはホームページにも書きましたが、ＩＴ

の部会から出てきた意見の中で印象的だった

ものがあります。ＩＴ教育というものは、今

でも日本の大学の間にはあまりにも格差があ

りすぎると聞きます。ですから、最先端のと

ころからそうでないところへ共通のノウハウ

を提供していく、このことは現代ＧＰの本来

の趣旨ではないけれども、そういう副産物的

なものを活用し、我が国のＩＴ教育の底上げ

を図っていくという必要性もあるのだろうと

思います。多様性も大事だけれども、一方で

共通性を持つものをつくっていくことも重要

なのだろうと思います。

４番目には大学改革や再活性化への起爆剤

に、ということであります。山﨑主任大学改

革官から既に報告がありましたが、文部科学

省のアンケートによると、議論自体が約７０

パーセントの大学等が起爆剤となったと回答

しています。十数年前にＦＤという言葉が出

始めたころには、かなりの大学で反発という

か拒否反応があったようです。そういうもの

を乗り越えて組織として評価をし、教育力を

高めていくという議論自体がやはり重要であ

るわけで、それ自体をＧＰが誘導していくん

じゃないかと思います。

最後に教育改革を通じて世界とつながると

いうことについてです。教育改革を通じて世

界共通のルールというか、システムが生まれ

てくるだろうと思います。「教育は世界の共

通語」という言葉がありますが、我が国の高

等教育の教育のレベルアップが世界とつなが

ることになるだろうと思います。

以上が、平成１６年度の議論の内容であり

ました。平成１７年度については、また明日

説明会がありますが、趣旨・目的はほぼ平成

１６年度と共通なものとして議論してきたと

考えています。まず、前提としての話をさせ

ていただきました。

長野県短期大学長 上條 宏之

上條でございます。ただいま、谷口委員の

方から現代ＧＰの趣旨・目的について周到な

報告がありましたので、私は各論に入ること

になりますが、公募の対象の大学等にかかわ
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って、話をさせていただきます。

公募対象の大学等のなかには短期大学・高

等専門学校が入っているので、私は短期大学

の学長という立場を踏まえて、話をさせてい

ただきます。

過日、短期大学の集まりで現代ＧＰ・特色

ＧＰとどう取り組むか、検討会を開きました。

短期大学は、いま高等教育機関の中で難しい

ところに来ていますが、高等教育のユニバー

サル化のなかで、重要な教育機能を果たして

います。そして、特に組織として教育力をど

う高めていくかが、大きな課題であり、それ

が試されているというのが、短期大学関係者

共通の認識であり、課題であります。

一方、短期大学には地域との関わり、地域

貢献が大きなテーマになっています。この短

期大学としての教育力の向上と地域貢献を考

えたとき、現代ＧＰが極めて重要な役割を果

たすことは、今回の平成１６年度の現代ＧＰ

への短期大学からの申請状況からも明らかと

いってよいでしょう。

短期大学は今回、６４短期大学が単独で、

３８短期大学が複数で申請した４０のなかの

１８取組に加わっています。結果、選定され

たのはテーマ「地域活性化への貢献」に申請

した３８短期大学中４、テーマ「人材交流に

よる産学連携教育」に申請した１１短期大学

中１に止まりました。テーマ「他大学との統

合・連携による教育機能の強化」に選定され

た共同申請による取組４件中３件に１９の短

期大学が加わっていますが、短期大学の選定

率は７．８％と低かった次第です。

しかし、申請した短期大学は、それなりに

有意義であったと評価しています。これから

は、短期大学も一定の選定率をもっている特

色ＧＰとの関連を見極め、現代ＧＰにも積極

的に申請していくことが必要であると思いま

す。

例えば、特色ＧＰのテーマ例４（「主とし

て学生の学習及び課外活動への支援の工夫改

善に関するテーマ」）及び５（「主として大

学と地域・社会との連携の工夫改善に関する

テーマ」）と、平成１６年度申請の比較的多

かった現代ＧＰのテーマとの関連を対比して

考え、現代ＧＰの社会的要請の強い政策課題

を取り上げたテーマ設定を、（実績を重視す

る）特色ＧＰとは異なった、いわば未来志向

で大学教育の質の向上のためのプログラムと

して活かしていく必要があると考えます。短

期大学は、学生が２年ないし３年という短期

間で入学・卒業していくことから、中期・長

期の教育プロジェクトを立ち上げることに弱

い傾向があります。また、比較的規模の大き

な短期大学の場合、４年制大学の学部ほどで

ないにしても、学科・専攻科の壁があって、

現代ＧＰや特色ＧＰに組織全体として取り組

み、組織としての教育力高めることが課題で

あったし、今も課題であると考えます。その

点、現代ＧＰに取り組むことは、大きな意義

と役割があると考えます。

短期大学の立場から申しますと、（４年制

大学と同じ土俵で）現代ＧＰの課題にどのよ



- 12 -

うに対処し、選定される取組を増やしていく

かということには、いろいろな点で課題が多

いかと思います。私は、高等教育のユニバー

サル化の中で教育に重点をおく短期大学は、

博士課程を対象としたＣＯＥには申請資格が

認められていないことも踏まえ、組織として

教育力を高め、個性を磨いて魅力的な高等教

育機関に高めるために短期大学の特色をお互

いに自覚しながら、現代ＧＰにも接点を求め

て積極的に取り組んでいくべきだと考えてい

ます。
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●パネルディスカッション
各部会委員からの報告

報 告 者

第１部会副部会長、名古屋大学名誉教授 森 正夫
第２部会副部会長、武蔵野美術大学造形学部教授 森山 明子
第３部会部会長、神戸女学院大学長 原田 園子
第４部会部会長、同志社大学長 八田 英二
第５部会副部会長、熊本大学理事・副学長 足立 啓二
第６部会部会長、メディア教育開発センター理事長 清水 康敬

第１部会副部会長 森 正夫

第１部会長である徳島大学長の青野先生が

所用でこの場に参加することができないとい

うことですので、副部会長の私が変わって話

をいたします。

先程からありますように今回の現代ＧＰの

中でも第１部会の地域活性化への貢献につい

ては当初から非常に多くの申請が予想されて

いましたが、全体の５５９件の申請の約４４

％にあたる２４６件に達しました。それを９

名の部会委員で短期間のうちに誠実かつ客観

的に裁いていくということはとても難しいこ

とでしたが、全員の協力により、お手元の資

料にある選考の各段階を踏みつつ審査を何と

か終えることができました。すなわち、２４

６件の取組を３つのグループに分けまして８

２の取組を委員３名で分担し、さらに１取組

につき必ず２人の委員が申請書をみることが

できるようにしました。こうして委員１人あ

たり５４取組を評価するという形で第１段階

の審査を行い、一方でペーパーレフェリーの

方にも随分とご苦労をいただき、各グループ

とも委員２名の評価とペーパーレフェリー２

名の評価とを集計しました。結果として５０

の取組を選び、８月３０・３１日に面接審査

を行いました。その後面接審査のデータを重

視し、さらに書面審査の結果をもう一度振り

返って整理しました。最終的に総合評価部会

において３６校の取組が選定された次第であ

ります。

こうしたプロセスを踏む中で我々が重視し

たのが、レジュメの最初の３行に書いた選考

の方針であります。実は、総評というところ

に書きましたように、地域貢献というテーマ

については非常に多くの切り口があります。

審査をパスしたものについてみても非常に多

様なものがありました。このように多種多様

な内容・方法をもつ取組に対し、我々はそれ

ぞれの大学の取組における専門性や特徴に留

意しながら、いま述べた選考の方針を重視し
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て審査いたしました。第１には、学生の教育

に有用であるかという点であり、第２には、

その取組に普遍性があって他大学の参考とな

りうるかという点です。また、第３に実現可

能性についてもそれなりの考慮を払ったこと

を伝えておきたいと思います。現代ＧＰでは

特色ＧＰのように多年にわたる実績は必ずし

も要求されませんが、それでも申請した大学

がこの取組をこの大学が実現する条件を本当

に持っているのかどうかという点につきまし

ては、申請書をよく読んで吟味し、不明な点

や曖昧な点については面接審査の場で徹底的

に確認いたしました。このことを是非申し上

げておきたいと思います。平成１６年度選定

取組の具体例（神戸大学、高崎経済大学、大

同工業大学）というものを資料に載せており

ますが、時間もございませんのでこれについ

ては今は詳細には申し述べません。これらは

あくまでもサンプルとして紹介するもので

す。以上です。

第２部会副部会長 森山 明子

第２部会は、知的財産関連教育の推進とい

うことで、第１部会とは非常に対照的な選定

の過程をたどったといえるかもしれません。

申請が２２件でした。審査の結果、選定され

たのが５件です。

知的財産というものがこれだけ社会的に話

題になっているということは隔世の感があり

ます。知的財産権法のほとんどは明治期につ

くられたものです。大学が知を産み出す場で

あるなら、研究の産物は知的財産になりうる

わけですが、この度は知的財産基本法から知

的財産計画２００４などの国の施策を背景に

このテーマが取り上げられたわけです。選定

においては、面接審査等を行いませんでした。

２２件でございましたので、全委員がすべて

の申請の内容に目を通して評価を持ち合っ

て、決定をしました。

選ばれたものは、現代的教育ニーズにあっ

たものであると考えていますが、公募要領を

ご覧になるとよくおわかりになると思います

が、知的財産関連、知的財産（コンテンツを

含む）というような表現がみられるように、

工学系の知的財産教育は勿論のこと、理工系、

芸術系や農林水産系、医療系といったような

様々な分野からの申請を期待しておりまし

た。そして、申請されたものの中には類型（テ

ーマの固まり）のようなものがみられました。

デジタルアーキビスト系の人材を養成すると

いうものも数件みられました。また、コンテ

ンツプロデューサーの人材養成のプログラム

の申請もいくつかみられました。先程申し上

げた医学部、保健学部等や医学特許教材とい

うものを開発しこのテーマを推進していこう

という大学もみられました。総合大学の教養

教育系も選定されています。この取組はまず

知的財産の根底には創造の喜びを味わうとい

う教育に対する理念が明解に示されておりま

した。つまり早期知財教育の提案がなされて

いました。最後は学部４年間を通して高度専

門家とまではいかないにしても、知的財産に

関する知識を備えた人材養成の教育プログラ

ムを展開するものがございました。
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選定された大学は、テーマの趣旨・目的に

ついてよく咀嚼を行い、自らの大学の特性に

合わせて申請を行っていたと思います。以上

でございます。

第３部会部会長 原田 園子

まず申請取組の傾向ですが、７４件の申請

があった中、結果として１３件が選定されま

した。７４件すべてを読ませていただいて、

大体いくつかの種類に大別できるました。ま

ず既存の一般英語教育の刷新ということで

す。この刷新の仕方はいろいろあると思いま

すが、海外語学研修とか、海外インターンシ

ップを有機的に教育課程の中の英語教育に結

びつけていこうとするものがいくつかござい

ました。また、キャンパスまたは一定の空間

を英語と日本語のバイリンガル化、あるいは

英語のモノリンガルな空間にしようとする試

みもいくつかありました。次に、学生の英語

運用能力の向上とキャリア形成意識を高める

工夫が多く見受けられました。審査の際には、

特殊な職種を目指すこともあるでしょうが、

同時に学生たちの英語運用能力というものの

底上げができるものという観点からも申請を

みさせていただきました。国際化の現実社会

に対応して、幼稚園教諭や保育士を目指して

いる学生の実習先・就職先での英語を母語と

する保護者や子どもたちの英語運用能力のニ

ーズに応えられる英語教育を行っているとこ

ろがございました。それから、特定の職業を

想定したもの、医学系・薬学系・工学系のい

わゆるＥＳＰ教育を行っているものでござい

ました。

次に、審査方針についてでありますが、強

調させていただきたいのは、やはり学生教育

の観点をしっかり取り入れているかというこ

とであります。例えば、現役学生も対象とな

ってはいるのですが、主として社会人が対象

となっているものはこのプログラムの趣旨か

らは外れているのではないかという意見が出

ました。

審査が終わってからの感想としては、いわ

ゆる英語運用能力、これは単なる語学力、会

話能力ではなく、聞いて読んで理解し、自分

の意見を述べる、あるいは交渉できるコミュ

ニケーション能力でありますが、この能力を

養成するという観点はほとんどの取組で押さ

えられていました。それから、現代ＧＰは必

ずしも実績は求められておりませんが、１年

あるいは２年でも実施されているプロジェク

トの発展ということであればデータもあるの

で具体性があり、申請を読ませていただくに

あたって評価が出しやすかったということが

ございます。また、従来からある科目、課外

活動として試みてきたものについて、今回の

現代ＧＰのニーズに応えたものについていく

つか統合をして申請されたものもございまし

た。まったく実績のない、このプログラムの

申請のために新たに組み立てられたプロジェ

クト、あるいは１～４年間の課程として考え

られていたものの１年目が始まったばかりと

いうのものもありましたが、これらのうちで

実現可能性が汲み取れる取組は実験的意味合

いもあり選定候補に挙がってきたものもござ
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いました。

最後に申請書を読ませていただいて、大学

の中で e-Learning に取り組んでいる大学が多

くありました。また、English only、つまり

英語のモノリンガルな空間を設けている大学

も見受けられました。学習者の学習カルテ、

これは大変なことだと思いますが、ポートフ

ォリオの作成を実施されている大学もありま

した。 TOEFL、 TOEIC の 活 用を 行っ て習熟

度を図るなどして授業に役立てたりする取組

はほとんどの大学で既に行われているようで

す。体験的海外留学等も多く行われているよ

うですが、実施していく中で事前・事後の指

導が教育課程のなかで行われているかどうか

が重要です。英語教育については既に教育改

革がなされ始めているという印象を強く持ち

ました。以上でございます。

第４部会部会長 八田 英二

私どもの部会への申請は３８件ありまし

た。第４部会と第１部会は面接審査等を行い

ました。他の４部会は書類審査のみで審査が

行われていますので、その点が少し違います。

最終的には、６件が選定されました。その２

倍程度面接を行おうということで面接審査に

は１１件選ばせていただきました。面接審査

では、申請者側に５分間内容を話していただ

き、その後２０分間質疑応答をさせていただ

きました。実を申しますと、１１件のうち書

類上これは優れているということで面接審査

で、単に内容の確認にとどめた取組は２件し

かありませんでした。後の９件は面接をして

問題点や不明な点を確認した上で４件を決め

させていただきました。面接審査はやはり重

要であるということを痛感しました。

３８件をいくつかに分類しますと、統合後

の大学による教育機能の強化を行うという大

学が同種の大学同士の取組・異種の大学同士

の取組ともにいくつか見受けられました。ま

た地域コンソーシアム方式による単位互換で

申請をしておられるものもございました。大

学間連携による相互補完をするもの、これに

は別法人が集まっているもの、同一法人が集

まっているもの、関連法人が集まっているも

のがありました。さらに、学部間連携による

相互補完がございました。その他に海外大学

との連携で教育機能を改善、向上させていこ

うというものがありました。そして、最後に

高大連携関係の申請もありました。以上６種

類の申請があったと思います。

審査にあたっては、新規性、独自性を重視

させていただきました。どこが選ばれたとい

うことではなく、なぜ選ばれなかったのかと

いうことでいえば、例えば、従来からある海
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外との大学との交流を今後も続けていきたい

という内容のみの申請がありました。この申

請には実績はあるかもしれませんが新規性や

独創性に少し問題があるのではないか、また

学科の一部の科目に該当する、また学科の一

部の学生（２０名程度）を海外に送るという

取組には、やはり新規性、独創性に欠けるの

ではないかと考えました。

もし実績がない場合には実現可能性につい

て考慮しました。いろいろな地域にある大学

が相互に授業を交換しあう、これはほとんど

の場合遠隔授業を活用されておられました。

この場合は予算措置を求められている取組で

した。これは確かに実現可能です。この場合

問われるのは新規性が認められるのかという

ことです。また、２年間か３年間取組は続く

わけですから、評価をして、もし不都合があ

ればこれをどう改善していくのかという点を

重視しました。いくつかの大学でコンソーシ

アムや単位互換を行う取組もみられました

が、これらについても「 something new」 が

どこにあるかということをみさせていただき

ました。

私が審査にあたらせていただいて感じたこ

とですが、現代ＧＰができたから、予算のよ

りどころができたから大学として一歩前に出

ることができた取組があるのではないか、以

前から学生のために行われていれば良かった

のではないかという素晴らしい取組があった

のではないかと考えています。以上でござい

ます。

第５部会副部会長 足立 啓二

第５部会は全体で７１件の申請がありまし

た。この部会は、インターンシップの高度化

という課題とその他の産学連携による教育プ

ログラムの開発実践という２つの課題を柱と

しておりますが、実際に申請いただきました

のは、多くはインターンシップの分野でござ

います。選定させていただいたものの中には

一方には国際的なインターンシップがありま

すし、もう一方で地域企業との間で長期のイ

ンターンシップを行うという取組もありま

す。また、企業・学生の提案によるプロジェ

クト解決型教育という取組もございますし、

系統的な就業体験を保証するようなプログラ

ムもございまして、様々でございます。

審査は７１件の中から部会委員２名とペー

パーレフェリー２名で行い、まず２０件に絞

り込み、これを部会委員全員で審査し最終的

に１１件を選定いたしました。基本的には事

前に出されている個別評価項目を参考にしな

がら総合評価項目のウエイトをかなり大きく

する形で選定を行いました。

どのような取組が選定されたのかという観

点から申しますと、提案されているテーマの

趣旨と教育機関の理念と目標が整合している

か、そのことが具体的な計画と一致している

かというところが大きなウエイトになったの

ではないかと思います。要するに、それぞれ

の大学が持つその理念に基づいてどういう人

材を養成するのかということに即して明確な

計画が行われているかどうかということであ
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るといっても良いかと思います。選定させて

いただいたものの中でも、国際的なビジネス

を担う人材を育成するということを目標に掲

げている大学もありますし、実務者教育を目

標に掲げている大学もあります。様々な職場

の窓口、現場において第一線で活躍できる人

材を地道に養成するという目標を掲げて実務

者教育をしていこうとしている大学もありま

す。また、バイオメディカル関係の研究開発

を行う人材を養成していこうとしている大学

もあります。

様々な人材養成の専門性のレベルは様々で

あると思います。審査は決して養成する人材

の専門性の高さのレベルで判定されるのでは

ないことはいうまでもありません。養成する

人材の質を高めるための工夫がどのように行

われているかということが重要になります。

そういう観点から審査しましたので、多様な

設置形態の大学・短大・高専、国公私のもの

が最終的な選定の段階で入っている形になり

ました。それぞれの大学が人材養成を明確に

して、その理念に照らした人材養成を行うと

いうこと、インターンシップですと、事前・

事後指導をしっかりしていること、その取組

が単発的なものでないこと、４年のカリキュ

ラムの中にきちんと位置づけられているとい

うことが非常に重要になってくるかと思いま

す。

全体として、選定をさせていただいた大学

等が１１ございますけれども、選定された大

学が満点で、そうでない大学は不可というよ

うなことではなくて、先程申しました観点に

照らして、選定された大学にも様々な注文を

つけさせていただいていますし、そうでない

ところでも非常に系統的で地道な努力をして

いただいているところもございます。是非、

選定理由・不採択理由を参考にしながら取組

を高めていただければ幸いかと思います。

また、次年度に関わることでありますが、

今年度は本部会では面接審査をしませんでし

た。その結果として、申請書の文章を明快に

つくっていただいたところが有利になった傾

向があったかもしれません。それは目的がど

れだけ明確化、計画化されているかというこ

と自体が重要なポイントでございますので、

それでも良いとは思いますが、今年度の経験

に鑑みて来年度以降は面接審査も考えられる

ということも聞いています。

それから新たに派遣型人材育成高度共同プ

ランというのが企画されています。理工系の

大学院を中心とするかなり高度な専門性を持

った人材育成のプランが別途つくられること

になっています。切り分けについてはご留意

いただきたいと思います。いずれにしまして

も本テーマの趣旨にある人材養成の体系性・

一貫性というのは変わらないものと思いま

す。以上でございます。

第６部会部会長 清水 康敬

本 部 会 は 、 Ｉ Ｔ を 活 用 し た 人 材 教 育 、

e-Learning に 関 す る 取 組 を 扱 っ た わ け で す

が、申請していただくにあたってなかなか分

かりにくかったのだろうかという印象がござ

います。
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タイトルからして、遠隔教育というキーワ

ードがありますから、離れたところに教育を

送らなければ遠隔教育にならないわけです

が、同一キャンパスでの e-Learning という申

請 も あ り ま し た 。 審 査 は 遠 隔 教 育 ＆

e-Learning という考えで審査を行っておりま

す。それから、本テーマの場合の e-Learning

というのは、申請の条件等にありますように

インターネット技術を用いたサーバ蓄積型と

しています。従って、相当数の大学からテレ

ビ会議システムや衛星通信を使って遠隔地に

教育を送るという申請がありました。しかし、

条件に書かれているのはサーバ蓄積型でござ

いまして、単に遠隔に送るというだけでは残

るものがないということになりますので、こ

れは条件を満たしていないということになる

かと思います。テーマからして遠隔教育、

e-Learning ということになっておりまして、

これをそれぞれの大学が定義づけといいます

か、解釈して申請されたという点があったと

いうことです。

もう１つは、難しい問題なのですが、正規

の教育課程で行うことを目指すという条件も

ありました。そのことが実現すれば良いかと

思います。来年度、本テーマは昨年の反省に

基づきまして、テーマ、条件が若干変わって

おります。正規の教育課程といいながら、そ

うはなりにくいということが明確であって非

常に重要である場合には、来年度は選定可と

いうことになります。もう１つはサーバ蓄積

型で e-Learning を行う場合には、著作権の問

題があります。著作権について条件を満たし

ているという記述がない取組を選定したケー

スがあります。ここについては、そういう条

件ですからきちんとしてほしいということを

申し上げてあります。しかし、著作権という

のはとても重要な観点でありまして、選定さ

れて著作権契約がうまくいかないからどうし

たら良いかというご相談も受けたりしており

ますけれども、これにつきましては、著作権

契約のできる条件で申請してくださいと申し

上げております。また、申請の条件等にメタ

データをつけるということがありまして、個

々の e-Learning コース、あるいはそのなかの

モジュール的な部分も含めましてメタデータ

をつけることによって、学習者が横断的に学

習コースを選べるということを今回の現代

ＧＰの本テーマでは条件になっております。

メタデータについてはご質問もございました

ので、それについてはお手元に配布した資料

を参考にしていただければと思います。以上

でございます。
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●意見交換及び質疑応答

◇意 見 交 換

永田（司会）：どうもありがとうございま

した。２人の運営小委員会委員、それから各

部会の委員の先生方から報告を頂戴しまし

た。それでは報告も踏まえフリーディスカッ

ションを進めてまいりたいと思います。

時間の関係もありますので、問題提起いた

しますと今回の申請で多くのテーマが挙がっ

ているのですが、学部教育あるいは学科、大

学院の正規の科目との連動が強調されまし

た。最後に第６部会は正規の科目に連動して

いくようなパイロット・プランも含むんだと

いう説明がありました。そういうところで学

部教育及び正規の科目との連動についてがや

はり現代的教育ニーズ取組支援プログラムで

すので、そういった教育の観点が必要かと思

います。その点から意見を頂戴したいと思い

ます。

第１部会の森委員、地域活性化への貢献と

いうとまちづくりそういったことに偏りがち

な傾向があるのではないかと思いますが、そ

のあたりどう正規教育と結びつけているとい

うアイデアがあったのか、紹介いただけませ

んでしょうか。

森：お答えします。私が先程言及しました、

「地域活性化への貢献」選定取組具体例とい

うペーパーをみていただきます。最初に挙が

っている神戸大学は、実は阪神淡路大震災が

起こった直後から被災した資料あるいは建造

物、歴史遺産の調査や保全に積極的に取り組

んでこられました。その後も兵庫県教育委員

会と連絡されまして、いま述べました諸活動

に加え、市民講座による地域歴史文化の探求

など、歴史・文化を対象とする地域連携事業

を進めてこられました。またその際に、いわ

ゆる文科系の学部・学科、例えば文学部の日

本史を専攻する学科だけではなく、工学部建

設学科のもつ様々なノウハウや技術力を援用

されながらそのような活動を行ってこられま

した。今回の取組の申請にあたっては、この

ような前提がありました。この前提条件を更

に積極的に展開し、今後、地域社会のアイデ

ンティティを各市町村でつくっていく時にそ

のベースになりうるものとして、消失の危機

にある地域歴史遺産の保全と活用に着眼され

たわけです。そのためには問題意識と知的能

力を持った地域リーダーが必要だということ

で、ひとつは専門職のリーダー、もうひとつ

は地域住民のリーダーを養成することを企画

し、そのために「地域歴史遺産保全活用教育」

のカリキュラムをつくるプランを考えられた

わけです。

このカリキュラムでは、一方では基礎能力

を養成する様々な授業科目が設定され、他方

では文学部の地域連携センターや工学部の建
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設学科が自治体と連携・実施してきたこれま

での活動に学生・大学院生が参加し、地域の

住民とも協同してインターンシップ的に学

び、力をつけていくという演習・実習的性格

の強い授業科目が設定されました。すなわち、

神戸大学の取組は、学部・大学院教育の正規

のカリキュラムとして編成されております。

これはまさに先程永田先生の質問に対応する

取組といえます。すなわち、まちづくりも大

切ですが、いわばまちづくりのベースにある

住民のアイデンティティに深く関わる人材育

成教育として私どもとしては注目したわけで

す。ひとつの例として挙げさせていただきま

す。

永田（司会）：ありがとうございました。

同じ関連で、人材交流による産学連携教育で

すが、インターンシップは学生とつながって

いくと思うのですが、もう一つの人材交流つ

まりインターンシップをともなわない産学連

携教育ではこの学部教育の正規教育との連動

をどういうつながで説明されているものが多

いのでしょうか。

足立：実は先程も申し上げましたが、多く

の申請がインターンシップに関するものでし

た。そういうことについての問題からすると

むしろインターンシップの方がある意味で引

っかかるのかなとは思います。勿論インター

ンシップですから必ず正規の科目として単位

認定していくということを条件にしておりま

す。すべてそういう風になっています。イン

ターンシップをともなわない産学連携教育に

よる取組も大体そういう仕組みになっており

ます。

先程少し大学の理念に即して目標設定をさ

れていてという話を申し上げましたが、かな

り優れた取組を行おうとすると単位認定とは

結びつけるけれども必ずしも必修化をするだ

けの量的な基盤を提供できないという計画が

随分たくさんございました。それをどうする

のかというのは悩ましい問題ではあるのです

けれども、本来ならばそういう大学が本来行

っている人材養成レベルで必修的に保証して

いくということが望ましいとは考えますが、

そういう風にはならない計画の場合でも我が

国をリードする場合は選定していくというこ

とで判断しました。その意味で本テーマでも

必ずしも必修の科目ではなくても選定した取

組もあったということがいえるのではないか

と考えます。

永田（司会）：ありがとうございました。

ただいま問題にしましたのは学部教育または

それに準ずるもので正規の課程に組み込まれ

ているという点でした。

他の委員の先生方何かご意見ございました

らどうぞ。それでは先程少し話をいただきま

した清水委員どうぞ。

清水：第 ６ 部 会 に 関 す る こ と でい え ば 、

e-Learning で 単 位 認 定 で き る 必 要 が あ り ま

す。これは大学設置基準及び大学通信教育設

置基準等に基づいてやっていただく必要があ

るということです。詳細は時間が限られてい

ますので省略させていただきますが、この点
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についてご関心がございましたら、最近書い

たものがございますのでお送りすることがで

きますのでよろしくお願いします。

永田（司会）：ありがとうございました。

それでは次に移りたいと思いますが、冒頭

の委員長の挨拶の中にもございましたけれど

新規性という新しい教育モデルへの挑戦とい

う話と同時に共通のアイデアとして利用でき

る普遍性というものの関係があるかと思いま

す。また、必ずしも新規性とは必ずしも高度

なものではないんだという説明が委員の中か

らもございました。

そういうところで第２部会知的財産関連教

育の推進から森山委員、新しいあり方という

観点からご意見を頂戴したいと思います。

森山：この分野は、先程も申請及び選定の

概要を申し上げましたが、知的財産そのもの

が新規性を条件としております。

選定にあたりましても新規性というものを

非常に大事にした、そういう経緯がございま

す。残念ながら選定に至らなかったものの中

には、既にかなりの実績を有している、そし

て優れた研究者を抱えているというものがご

ざいました。なぜそこではなくて今回の５つ

の取組が選ばれたのか。必ずしも明示的な実

績がみえにくいところもあるではないかとい

う気持ちをお持ちの大学関係者もいらっしゃ

るかもしれません。

永田先生はこの分野では新規性を重視して

選定しているんだろうと思われて私に発言を

求められたのだと思いますが、まさにそうい

うことでございます。

実績という点では、選ばれた５件の取組が

申請のあった取組の中で上位かといわれれば

そうではないと私自身も思いますし、おそら

くそういう見解をお持ちの方もいらっしゃる

と思います。

永田（司会）：新規性という言葉は私も法

学部ですから特許権の基本的な要件ですし、

実用新案というのはそれより少しレベルの低

い技術的創作とされている「考案」を保護す

るものですが、それはまあさておき、知的財

産というのはそれ自身が新しい領域ですか

ら、知財の教育はひとつの工夫がそれぞれ新

規性を持つのかもしれません。一方従来から

の領域では新規性というのはなかなか難しい

ものがございます。

先程少し触れられましたが、第５部会の足

立委員から教育目標に従ってその目的に適合

したプログラムか、そしてその教育向上に役

立つかという意味で重要だということで、必

ずしも真新しいもの、高度なものを要求して

いるわけではないということでしたが、足立

委員少し補完していただけるとありがたいの

ですがいかがでしょうか。

足立：そうですね。高度なというのは、養

成する人材のレベルが高度に専門的であれば

取組が高度であるわけではない。どんなに普

通私達が接する場所で働く人を養成するもの

であっても、そこで求められている人材の力

を上げるということに対しての目的・目標や

方法が明確になっている、考え抜かれている
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そしてそのためのサポート体制が整ってい

る、現実に説明が可能であるということが大

事でしょうか。仮にまったく見たことがない

ようなものでなくてもこれまでにないものが

ある、そういう意味で決して目新しいもので

なくても十分新しい。そういうことであるの

ではないかと思います。すべての取組がそう

だったのではありませんが、そういう側面を

持つ取組に関しては僭越な言い方にはなりま

すが、かなり引き上げさせていただいた。そ

ういう面があるのかなと思います。

永田（司会）：ありがとうございました。

その点第６部会の清水委員、この分野ではか

なりアイデア勝負といいますか、オリジナリ

ティが強調されたのかと思いますが、いかが

でしょうか。

清水：はい。オリジナリティと普及性の２

点があろうかと思います。アメリカ等の情報

化先進諸国に比べ日本の e-Learning は特に大

学教育に関してかなり遅れているということ

があります。従って先進的な取組ということ

も重要と共に多くの e-Learning コースを開発

してそれを多くの学習者に使っていただくと

いう考え方を重視しているというところがあ

ります。ですから申請によっては、３，００

０万のうちの８０数％がシステムの機材を購

入してあとは適当にコースをつくりますとい

うものもございましたけれども、システムを

購入しただけでは e-Learning コースはできま

せんので e-Learning コースがいかにうまくで

きるかというポイントが重要であったという

ことです。ですから新規性と普及性という２

つのポイントがあったということです。

永田（司会）：ただいまの新規性、普遍性

の問題についても関係しますが、新規性・ア

イデアとなりますと大学等の基礎的な力量が

結構影響されてくるのではないか。特にＩＴ

や英語教育の領域ではここでの具体的なプロ

グラムの前にかなりベーシックな教育システ

ムがないと難しいのではないかというあたり

が少し気にかかるのですが、実績は問わない

のだが実現可能性ということである程度の規

模の実績のあるところでないと難しいのか。

そのあたり少し触れられていましたが原田委

員いかがでしょうか。

原田：そうですね。私が申し上げたのは実

績が１年でもある、または１～２年前から計

画をはじめてそれに乗り出したところである

という取組が割とたくさんあったわけです。

そうすると少しでも科目設定をしているとか

実施計画をじっくり考えられているという背

景がございますので実現可能性に対して説得

力があったということです。それから、まっ

たく新規につくられた取組の中でもペーパー

レフェリーの先生方からの意見等も踏まえ、

実験的に私達も判断させていただいたそうい

う取組がある、そういうことなんですね。よ

ろしいでしょうか。

永田（司会）：第４部会の他大学との統合

・連携による教育機能の強化は国立大学の統

合等もあってこういうテーマが掲げられた側
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面もあるのですが、来年度は地域活性化への

貢献であるとかその他のテーマに要素が取り

入れられるわけですが、八田委員、共同で申

請する場合、力量というか実現可能性を判断

することは難しかったのではないかと思いま

すがいかがでしょうか。

八田：１つの大学ですとその組織の問題で

済むのですが、２つ以上の組織ですと意思疎

通はどうされるのかという点を特に面接審査

の際はお聞きしました。この大学にはここが

足りない、しかしこれがある、一方この大学

にはこれがあるがあれがない、相互に寄り合

えば良いものができる。アイデアとしては本

当に素晴らしい、しかし果たしてそれはでき

るんですか、相互の意思疎通はどうされるん

ですか、どこが責任を持たれるんですか。そ

れから数が多くなればなる程に予算措置、人

員、組織はどうされるんですか。今ある例え

ば教務部教務課が片手間には実施できないの

ではないでしょうか、これを実施するとすれ

ば新しい組織が必要なのではないでしょう

か。勿論選定されれば補助金は交付されます

が何名位この取組に人員を投入されるんです

かという点をお聞きしました。例えば意思疎

通の問題でも、どの位の期間にどういうレベ

ルの方が集まられるのかそういう点がはっき

り記載されていれば実現可能性は非常に高い

と考えましたが、単に１ヶ月に１回教務担当

者が集まりますということでは果たしてそれ

で実現できるのか、意思疎通に問題があるの

ではないのかと考えざるを得なくなります。

私が先程申し上げましたが、評価をした結果、

改善するための事務組織体制、サポート体制

がはっきり記載されているということが実現

可能性という観点からも評価体制という観点

からも重要なのではないかという感じがいた

しました。

永田（司会）：ありがとうございました。

基本的なことについて３つ位話をいただきま

したが、さらにひとつ教育の社会的効果等と

いう点があるのですが、これはどういう人材

を育成して、社会的ニーズにそれがどう対応

するのかということを記載するところです

が、その出口の問題で成果がどう定着してい

くのか、あるいは規模の問題があると思うの

ですが、第３部会の原田委員の方から小規模

なものはどこでも実施しているわけでという

発言がありましたが、それから知財の方もま

だ動き始めたばかりかもしれませんが、最終

的な成果の規模、あるいは英語の場合ではこ

の教育システムではどの位の学生を輩出され

るのかということも判断材料になったかと思

いますがそのあたり書きにくいところかと思

いますが例として何かございませんでしょう

か。

原田：そうですね。社会的効果ということ

なんですが、これは先程時間がありませんで

したので申し上げられなかったのですが、例

えばＥＳＰの場合では医学系・薬学系・歯学

系というもので大変わかりやすいわけです

ね。社会でどういう分野で活躍する職業人を

育成するかの目的・目標がはっきりしている

わけです。ですからＥＳＰも大変組み立てや



- 25 -

すかったというように思うわけです。

いろいろな工夫をされて考えておられるな

と思いましたのはいわゆるリベラルアーツ、

教養系ですね。そういう教育を行っている例

えば小規模な大学等が挙げられると思いま

す。職業人としてですね英語が使えるという

ことであれば、英語が必要とされるという職

種、例えば通訳、観光ガイド、翻訳者という

のがあると思いますが、一般企業でですね英

語が必要とされる場面においてその力量を発

揮できるそういうかなり分野が広いまたは分

野が特定されない英語力というものを想定し

なくてはいけないわけです。キャリア意識の

醸成というわけですからどういう職業場面で

も対応できうるということ、リベラルアーツ

とキャリア意識の醸成、そして英語を使った

交渉力を結びつけて総合的な実力をつけて卒

業させようと、そういう工夫のものでかなり

確実性のありそうな取組が選定されたわけで

す。

永田（司会）：知的財産の森山委員におい

ては新しい科目をつくること自体が新しい教

育モデルの構築といったことかもしれません

が、社会的効果という観点からはどういった

風に考えられたのか紹介していただければと

思います。

森山：大変難しい問題ですが、第２部会は

創造、保護及び活用を促進する人材養成とい

う趣旨・目的になっているわけです。選定さ

れた取組が輩出する人材が、創造・保護・活

用のすべての要素が関係する社会に送り出さ

れるとは必ずしも期待しておりません。例え

ば、デジタルコンテンツ系の取組であれば創

造がまず最優先されるわけです。その辺りは

それぞれの出口によって大きく変わるだろ

う、しかしながら他の２つの要素に関しても

理解する力を持つということが極めて重要で

あるということかと思います。直接的な社会

的効果ということであれば岐阜女子大学の取

組は既に県内諸機関との連携ができています

ので地域との連携や国際規格基準に則った県

内への波及効果が期待できると思います。

永田（司会）：森先生の所属する第１部会

は地域貢献も直接同時並行的に行いながらと

いうことですがいかがでしょうか。

森：永田先生から出されております新規性

の問題ですけれども、会場にいらっしゃる皆

さんも既にお気づきと思いますが、取組の主

題がかつて一度も出されなかった珍しいもの

であるとか、方法が非常に斬新でかつてない

切り口のものであるとかそういうものが現代

ＧＰの捉えている創造性や新規性では必ずし

もないんですね。我々の部会ではこういうこ

とがございました。

本日の会場から程近い大阪府の池田市で先

年悲惨な事件があり、又最近全国各地で少年

や若者による残酷な事件が起こっているわけ

です。こうした最近の動向のきっかけともい

うべきものが記憶に新しい長崎県のスーパー

マーケットで起こった事件です。この事件は

長崎県内の各大学は大きな衝撃を持って受け

止められ、この重い課題にどうやって向き合
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っていくかという観点から現代ＧＰにいくつ

かの申請があったわけです。少年や若者にと

っての命をめぐる課題は非常に重いものであ

りますが、必ずしも新しい問題や新しい切り

口とはいえないかもしれません。しかし、そ

ういう問題に着目なさったこと自体に大変感

銘を受けたということがございます。選定さ

れたものもありされなかったものもございま

すが、いずれも現代ＧＰにふさわしい問題関

心に基づくものでした。こういったことをも

ってひとつの回答としたいと思います。

永田（司会）：ありがとうございました。

谷口先生の方から本日の意見を聞いてまとめ

ていただければと思います。

谷口：全体として私が気になったというか

注目したいことは、直接申請書あるいは面接

審査によって様々な問題を知ることができる

わけですが、そこには出てこない間接的な問

題、つまりいろいろな場面で耳にする問題で

す。この申請が、実は大変だという問題があ

ろうかと思います。申請書に関する書類はな

るだけシンプルにする、あるいは申請者側か

らの視点で考えるといった努力を選定委員会

では継続してきました。そういったレベルと

は違った、つまり絶えず終わりのない改革で

すから、組織として継続して現場から新しい

ものを吸い上げて形にしていくということは

やはり大変で、八田委員からもあったように

それなりの組織が必要だろうということで

す。各大学では、臨時的にあるいはバーチャ

ル的につくっているところもあったようで

す。研究の場合は、研究センターなり研究所

をつくるわけですが、こういう申請の場合、

既存の教務部関係の人が何人かで片手間でや

るというのでは、なかなかできないだろうと

思います。ですからシステムをつくることと、

そのための人材を育成していくことが求めら

れます。教育をプロフェッショナル化してい

く、組織的に継続的にしていく中で、どうし

てもこれが必要だと感じています。

長い歴史の中で、大学では教育は学部ない

し学科が背負ってきました。これが非常に有

効に働く場合と、ＧＰのような新しいプログ

ラムの申請の場合には、かえって阻害してい

る場合があるということです。それは意図的

に努力して超えるか、新しいプログラムに挑

戦する中で従来の壁を乗り越えるということ

が必要だということです。学部間の調整がう

まくいかなかったという例も聞いています。

逆に大学間の連携の取組がうまくいくという

こともあります。これは大学が、今もっと先

に進もうとしているあらわれであろうと思い

ます。

教育を組織化するという意味で、問題はこ

れからにあるんだろうと私は考えています。

これは技術的な問題ですけれども、今後大き

な問題になるかと思います。

永田（司会）：ありがとうございました。

続きまして上條先生、本日の報告等を聞いて

意見をいただければと思います。

上條：各部会からの選定に至る過程が皆さ

ん興味のある点かと思いますが、現代ＧＰが
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大学の発展のためにどういった役割を果たし

ていくのか、また、応えるためにどういった

テーマを設定していくのかという課題が絶え

ず検討されなければならないのではないかと

考えています。この現代ＧＰそのものの企画

が長期にわたって続くかどうかはわかりませ

ん。しかしながら、これから我々は現場から

も文部科学省からも現代的教育ニーズという

ものを絶えず変わっていくものという観点と

大学教育の持つきちんとした基礎教育との接

点でこれを活かしていくという観点の両方を

見据えながら考えていかなくてはならないと

いう大変難しい問題を背負っているのかなと

思います。

又、先程谷口先生がいわれたようにこのこ

とに対応していくためには各大学で組織的な

ものを確立していかないといけないのかなと

思います。そして今度短期大学も短期大学士

という学位をもらうことになり、現代的教育

ニーズときちっと結びつけながら発展させて

いくことが大きな課題になってくるのだと考

えています。以上です。

永田（司会）：ありがとうございました。

以上各委員からの報告並びにそれを補完する

意見を頂戴しました。この後質疑応答に入り

たいと思います。

◇質 疑 応 答

平出：京都大学大学院医学研究科の平出で

す。今日のフォーラムでは、現代 GP の趣旨

もよくわかりましたので、出席してとても良

かったです。谷口先生に特にお伺いしたいの

ですが、こうした取組を考えるためのスタッ

フを養成していく必要があるという意見には

まったく同感です。しかし、現状では、特定

の方が指名されて、大学の理念にあった申請

書の素案を作成しているというのが各大学の

実情ではないでしょうか。つまり、申請内容

と申請した取組担当者との関係です。たとえ

ば研究領域の COE であれば、申請内容と担

当者との関係は非常にはっきりしていると思

います。しかし、現代 GP や特色 GP の場合

は、その関係をしっかり問いかけていくこと

が必要なのではないでしょうか。担当者と計

画の関係、特に担当者の専門性とどう関係し

ているのか。その点がチェックされなければ

計画の継続性は、損なわれてしまう可能性が

あります。そこを審査の要件として、どのよ

うに考えておられるか、あまりお聞かせいた

だけなかったように思いますので、是非、そ

の点をお聞かせください。

谷口：実際のところ申請書とか面接審査時

には、その背後にある取組申請書が作成され
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るプロセスは出てきません。ただ大学によっ

ては臨時的な委員会制度やそれに近いセンタ

ー的なものをつくられたという話は聞いたこ

とはありますが、審査の側としてそれを正式

に問うているわけではないので詳細はわかり

ません。事実として、これは諸々の現場の要

求、学生の要求を吸い上げてひとつの形にし

ていくという、しかも全学であるいはいくつ

かの学部でひとつのプログラムをつくってい

く中には、各大学の事情が関係してくると思

います。検討の中で、臨時的な委員会制度や

恒常的なシステムや制度ができていく。これ

は審査の対象にはなっていませんが、今後様

々に大学等で新しいものができれば、これも

公開していくという風に、是非そういう方向

に向かっていくべきだと個人的には思ってい

ます。是非他の委員の意見も聞いてみたいと

思います。

永田（司会）：その点八田先生もご苦労し

ていると思いますがいかがでしょうか。

八田：実は私の大学も臨時委員会を設置し

情報収集し、本学の特色は何なのか、どのよ

うな材料があってどの材料を組み合わせて検

討し取組を形づくるかを専門的に考える人、

研ぎ澄まされた人材を育成しないと毎年対応

することは難しいのではというのが実感で

す。

森山：福岡県立大学の森山です。森先生に

２つ、他の先生に１つ伺います。地域活性化

への貢献は申請が多く本当に大変だったこと

がよくわかりました。本日の話を聞いている

と、地域活性化への貢献というよりもやはり

大学の理念と結合した教育課程や内容が、ど

の程度充実した新規性等をもっているかに選

考の重点があるという風に聞いたのですがそ

う考えて良いのでしょうか。

森：本質的な問題を出していただきまし

た。大学の教育理念と結合した教育課題や内

容であったことが、地域活性化への貢献にお

いて一番の評価の重点があったのではないか

ということだろうと思いますが、必ずしもそ

うとはいえないと思います。つまり、やはり

地域活性化への貢献が内容的に積極的に展開

されているかどうかをまさに問い、この点を

部会で審査したわけです。ただ、その上で実

現可能性なり全体の取組の構造を審査してい

く中で、大学の教育理念との結合や教育課題

や内容との関係がどれだけみえてくるかがも

う一つの条件になってくるということであっ

て、必ずしも第一義的なものではありません。

森山：特に新規性や普遍性が現代ＧＰでは

重視されているようですが、一方特色ＧＰで

は継続性や実績が重視されています、（現代

ＧＰでは）継続性とか実績にどの程度のもの

が求められているのか特色ＧＰと現代ＧＰの

違いという観点も含めお聞きしたい。

森：新規性や普遍性ということと継続性や

実績との関係ですが、現代ＧＰではテーマの

趣旨・目的にどれだけ即してそのテーマに応

えるプログラムであるかをやはり第一義的に
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求めているわけです。ここが特色ＧＰが問う

ていることの違いであると考えています。し

かし、そうかといって各先生も述べておられ

ますように、どの部会においても、実現可能

性を考えていく過程で、どれだけこのプログ

ラムに即した理念があり関連した教育活動が

行われてきたかをどうしても検証することに

なる。そういう広い意味での継続性や実践の

積み重ねは問うことになります。このあたり

の区別と連関については理解いただきたいと

思います。

森山：神戸大学の取組が取り上げられました

が、学生が参加し地域の住民の方と共同でイ

ンターンシップも含め活動しているようです

が、（選定に）学芸員とか社会教育主事のよ

うな卒業資格以外の資格付与の条件が関連す

るかどうかお聞きしたいと思います。

森：神戸大学の取組の場合は、レジュメに

も書きましたが、「基礎的能力養成教育」と

いうところで、地域史、地域文化財論、建築

物図面・古文書解読、歴史遺産補習基礎論等

の授業科目があり、資格取得教育と連動して

考えておられます。しかしながら、必ずしも

資格取得のためにこうした学習やカリキュラ

ムを組むのではなく、実際に地域的歴史遺産

の保全活用を目的とする中であわせて資格を

取得するということになっています。そのあ

たりは本末転倒にならないような配慮がなさ

れていると考えます。

永田（司会）：補完しますが、実績、実現

可能性との関係ですが、現代ＧＰの場合は様

式にもあるように実現可能性（具体的実施能

力）が求められているのであって、実績やこ

れまでの継続性は要件ではありません。しか

しながら新たな取組を実施していく中でその

実施能力をみる上でベースができているかど

うか等が評価されることがあるということで

す。まったくベースがないのに新しい計画だ

けでは困るのではないかということです。実

績やこれまでの継続性は要件ではないが、し

かし実現可能だということ、具体的な実施能

力を示される必要がある、それが実績に関わ

ることもあるということです。先程の発言も

そういう意味だと思います。

柏木：大阪キリスト教短期大学の柏木です

が、短期大学は本当に危機的状況にあります。

しかし、確かに現代的教育ニーズに各短期大

学は取り組まなくてはならない状況でもある

と思います。けれど現代ＧＰの６つのテーマ

は短期大学には申請するのがとても難しいも

のばかりのように思います。特色ＧＰにはそ

の他（５テーマ例以外に独自にテーマを設定

し応募する）というものがあったと思います
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が、現代ＧＰにも６つのテーマにはあてはま

らないけども、現代的教育ニーズにあってい

ると自分の短期大学が考えるようなテーマで

申請できるようになりませんでしょうか。

永田（司会）：では山﨑主任大学改革官か

らこのプログラムの趣旨等も含めよろしくお

願いします。

山﨑：結論から申し上げるとこの６つのテ

ーマ以外での申請は認めません。この現代

ＧＰの事業の趣旨ですが、社会的要請の強い

政策課題に対応した大学に積極的に取り組ん

でいただきたいものをテーマとして設定を行

い、各大学等からテーマ毎に申請いただくと

いうものです。

公募要領【テーマ及び取組例等】にもあり

ますけれども、参考として各種の審議会の答

申や個別の法律、例えば知的財産基本法や産

業技術力強化法といったものがございますけ

れどもそういう政策課題があるもののうち、

特に大学に積極的・重点的に取り組んでいた

だきたいものをあらかじめ行政の側が設定し

て、大学に投げかけるというのがこの事業の

趣旨です。

そもそも個別具体的なテーマを設定して大

学に提示することはどうかという議論も散々

しましたけれども、昨今、大学や短期大学に

求められる機能として教育、研究の他に社会

貢献ということもいわれております。社会の

ニーズに応えるということが求められている

わけです。そういった背景も踏まえ、初年度

の現代ＧＰを行うにあたり、我々のメッセー

ジを投げかけさせていただいたわけです。そ

れに対してある意味我々が期待した以上に５

５９件という非常に多くの申請をしていただ

いたわけです。我々がテーマを投げかけて申

請していただく。又、今日のフォーラムのよ

うに委員会の委員の先生方から審査の観点等

を話していただき、それに大学等からご意見

をいただく、キャッチボールのような形で大

学の活性化へつながていきたいと考えている

わけです。

ところで短期大学についてですが、報告に

あったように大変厳しい状況の中で、これか

らより一層個性や特色を出していかなければ

ならない、是非現代ＧＰをそんな中で短期大

学の個性化・特色化のきっかけに積極的に活

用していただきたいと思います。

先程この６つのテーマのどれにもあてはま

らないとのことでしたが、我々としては、す

べてのテーマに合わないことはあるかもしれ

ませんが、例えば地域活性化への貢献等に関

しては短期大学も十分応えていけるものと考

えています。

確かに４年制大学と同じ土俵で戦うという

のは厳しい面はあるとは思いますが、そうい

う思いも込めて１７年度は地域活性化への貢

献を地元密着型と広域展開型に分けて設定し

たところです。短期大学枠の設定は考えてい

ませんが、できるだけそれぞれの努力に応じ

て評価し積極的に選定していければと考えて

いますので、是非６つのテーマの中に対応で

きる取組を見出していただき積極的な申請を

していただければと期待しています。
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永田（司会）：ありがとうございました。

この点については、選定委員会でも大変議論

になりましたが、山﨑主任大学改革官が話さ

れたように地域活性化への貢献については２

つのテーマを設定したところです。先程確認

したように、何も高度な最終的な人材育成と

いうことではなく、この政策目的に適合した

もので学生を向上させていく、教育として高

度なものであるということが強調されれば良

いということです。また、ＩＴも１６年度の

名称では技術偏重に偏るきらいがあるので人

材育成に結びついた形で表現や内容を変えて

いこうということです。その点何卒ご理解い

ただきたいと思います。

中尾：愛知大学の中尾です。本日は非常に

有意義なフォーラムをありがとうございまし

た。出口というか第三者評価についてお聞き

したいと思います。例えば、ＣＯＥやＧＰに

選ばれた学部等があるとします。本学にもご

ざいます。ところがその学部等の受験生が年

々減っているということになりますと行政に

は評価されているが、受験生には評価されて

いないという考え方も成り立つのではないで

しょうか。又、例えばある英語の取組で学生

は非常に満足している、英語の勉強が好きに

なった、英語の学力がアップした、しかし、

学生が満足したプログラムから卒業した学生

を就職先の企業等からこれでは物足りないと

いわれた場合、第三者評価の第三者というも

のをどのような範囲内でお考えなのでしょう

か、出口の評価についてどのようなスパンで

お考えなのでしょうか。もう少し詳しくお伺

いしたいのですが。

谷口：委員会でもまだ議論にはなっていな

いテーマですが、一般にいわれている評価機

関による第三者評価でなく、受験生や受験産

業等の評価、これも第三者評価です。これは

事実上のことであって、これを何かの形で委

員会で議論しフィードバックするというこ

とにはならないと思います。現実的には、

ＣＯＥやＧＰをとったが受験生が減るという

ことも、ありえるのではないでしょうか。ＣＯＥ

やＧＰをとったから必ずしもすべてが良くな

るということではなくて、やはり大学評価は、

総合的なものではないでしょうか。

永田（司会）：委員長が冒頭述べたように

（教育も）競争と評価の時代なんですが、そ

の間にあるキーワードが情報の開示だと考え

ます。

大いにこういう教育を行っているんだとい

うことを適正な情報開示をしていただいて評

価を受けていただく。社会に実態を良いもの

も悪いものも含め情報開示を行うことでなさ

れるものであって、それをこのシステムの中

にそれ自体を組み込むことは難しいのではな

いかと思います。

それでは、全体的な総括を荻上委員長から

お願いいたします。
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平成１６年度
現代的教育ニーズ取組支援プログラム
フォーラム・横浜会場
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平成１６年度現代的教育ニーズ取組支援プログラム
フォーラム開催要項（横浜会場：東日本）

パネルディスカッション

日時：平成１６年３月９日（水）１５：００～１７：００

場所：大さん橋ホール（横浜港大さん橋国際客船ターミナル内）

１．主催者挨拶 山﨑 秀保（文部科学省主任大学改革官）

２．選定委員会委員長挨拶 荻上 紘一（大学評価・学位授与機構教授）

３．パネルディスカッション
○司会進行

永田 眞三郎（選定委員会副委員長、関西大学法学部教授）
○パネリスト

荻上 紘一（選定委員会委員長、大学評価・学位授与機構教授）
高田 敏文（運営小委員会委員、東北大学大学院経済学研究科教授）
島田 燁子（運営小委員会委員、文京学院大学・文京学院短期大学長）
青野 敏博（第１部会部会長、徳島大学長）
森山 明子（第２部会副部会長、武蔵野美術大学造形学部教授）
原田 園子（第３部会部会長、神戸女学院大学長）
髙井 陸雄（第４部会副部会長、東京海洋大学長）
足立 啓二（第５部会副部会長、熊本大学理事・副学長）
清水 康敬（第６部会部会長、メディア教育開発センター理事長）

４．質疑応答

５．総 括

ポスターセッション

日時：平成１６年３月１０日（木）１０：００～１７：００

場所：大さん橋ホール（横浜港大さん橋国際客船ターミナル内）

・会場案内図および参加大学・短期大学・高等専門学校一覧は巻末を参照してください。
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●パネルディスカッション
運営小委員会委員からの報告

報 告 者

東北大学大学院経済学研究科教授 高田 敏文
文京学院大学・文京学院短期大学長 島田 燁子

東北大学大学院経済学研究科教授

高田 敏文

高田でございます。私の方から３点ほど平

成１６年度現代の公募要領作成、選定作業の

結果としてどのような意義を感じ取ったかを

お話したいと思います。

このプログラムは先程ご紹介がありました

が、新しいタイプの高等教育政策としてあら

われたわけでございます。この契機の一つが

国立大学の法人化であることは間違いござい

ません。今まで国立大学は文部科学省の高等

教育政策の中で、保護されてきたわけですけ

れど、法人化という事態になりまして競争の

中におかれるということになったわけござい

ます。それで現代ＧＰは必ずしも実績がなく

ても新しい試みをするという意欲とアイデア

があれば申請できる特色を持っています。

まず第１点目に主体的な条件として、これ

までの大学教育の中で、ややもすると教員が

自家営業となりがちな授業の運営、あるいは

授業の段階制、体系制の作り方をチームをお

き、あるいは学部全体、学部の壁を超えて考

えていただいきたいという問題提起であった

と私は受け止めています。事実、私の大学の

研究科の中でもかなり議論をいたしました。

第２点目は、環境の変化に対応した人材づ

くりをしっかりやらなければならないと思い

ます。特に経済面から感じるわけですが、ど

んどん国境が低くなり、あるいは経済のグロ

ーバル化が激しい勢いで進展していっており

ます。地域においても、身をもって感じられ

るわけで、例えば我々の身の回りにおいても

外国の製品がたくさん入ってきており、そし

てこれまで営業ができていた地域のいろいろ

な会社や店が、これまでのやり方では全然通

用しない状況が生まれてきております。この

ような地域の実情をみて、大学はそこを全然

関知していないということでは困るわけでご

ざいます。大学が作り出す人材は必ずしもそ

の地域に還元されるわけではなくて、日本全

国に散らばっていくわけであります。地域の

側からはグローバル化した社会に対応できる

ような人材を大学で養成してほしいという声

が強くあります。今回の現代ＧＰの場合は必

ずしも経済面ばかりではございませんが、環

境変化に対応した地域のあるいは社会のニー

ズにあった人材づくりを是非試みてほしい、
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いくつかの柱が立っているということでござ

います。

第３点目でございますが、教育方法の革新

を是非やってほしいということでございま

す。学生たちが大学の授業の中で、生き生き

としていただかなければならないと思いま

す。これはおそらく事実をみせるという方法

が非常に良いかと思います。皆様方の申請の

中でも地域に根ざしたいろいろな試みの中

で、学生を鍛えていくという柱に対する申請

が非常に多くありました。これは学生を、地

域社会で現実に発生している問題を観察さ

せ、これを理論的に大学の中で教えていくと

いう方法だと思います。このような一つの例

ではございますが、教育改革の革新をこのプ

ログラムを通してやっているかどうかという

ことでございます。

私はこの３つの重要なポイントが現代ＧＰ

の中にあると考えております。

文京学院大学・文京学院短期大学長

島田 燁子

島田でございます。運営小委員会という

ところは、公募要領をつくることが大きな仕

事でございまして、この度も前年度と比較い

たしまして、かなり検討を加えて作成し、皆

様にお届けした次第でございます。

高田先生もおしゃってくださいましたよう

に、大学にとりましても大変効果をもたらす

プログラムだと私は感じております。やはり

一人ひとりの先生方の研究とか教育とかに偏

りがちな大学をもう一回横断的あるいは大学

全体で、学部全体で、学科全体で見直し、少

なくとも３年先位まで考えないとこのプログ

ラムへの申請は難しいわけで、こうした見通

しと計画性を組織的に行う一つのチャンスな

のではないかと考えております。また大変な

ことと思いますが、議論を徹底させることと

誰もが読んでもわかり易い明解性というもの

が結果的に求められます。そういう大学等が

選定されており、そうしたことを大学等が心

がけるようになります。

今回、大幅に検討を重ねまして、皆様がよ

り挑戦していただきやすいような形にしたつ

もりでございます。具体的に申し上げますと

地域活性化への貢献を２つに分けました。規

模の大きな大学の皆様にはできるだけ、「広

域展開型」の取組に挑戦していただきたいと

いう願いを込めております。広域というのは、

県全体とか、信濃川流域とか、北関東一帯と

か、という例が挙がるのではないかと思いま

すが、是非積極的に広域展開型の取組を検討

していただき申請をお願いしたいと思いま

す。「地元密着型」では、大学が迫られてい

る大きな問題ですが、自分の大学がある市と

かいくつかの市とかといった地域との連携で

ございます。これは、短期大学や規模の小さ

な大学でも是非工夫して地域と連携して申請

いただけるようにとの願いを込めておりま

す。是非両方のテーマに良い取組が出てくる

ようにと考えている次第でございます。

今回は５月のはじめに提出ということで、
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昨年より申請時期としては早くなるわけでご

ざいますが、是非多くの大学等にご参加をし

ていただけることを期待しているわけでござ

います。特に、昨年は短期大学が１２２件と

やや予想よりも少なかったわけでございま

す。短期大学は、今忙しいですし、規模もあ

まり大きくないところが増えておりますの

で、取り組み難いのは事実でありますけれど、

是非もう少したくさんの挑戦をお願いしたい

ところでございます。

私は全国の大学をみておりますとやはり特

色ＧＰ・現代ＧＰで選定された大学等はとて

も自信を持たれて元気になってきていると感

じております。いろいろな会で事例発表等も

お願いしておりますが、本当に参考になるこ

とが多くて「あ、そういうことならうちでも

やっているな」と思うことを、非常にうまく

学生も巻き込んで教職員全体でまとめられて

選定に至っております。また一般の大学等も

参考になさると良いのではないかと思ってお

ります。平成１７年度はますます盛んになる

ことを願っているところです。
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●パネルディスカッション
各部会委員からの報告

報 告 者

第１部会部会長、徳島大学長 青野 敏博
第２部会副部会長、武蔵野美術大学造形学部教授 森山 明子
第３部会部会長、神戸女学院大学長 原田 園子
第４部会部会長、東京海洋大学長 髙井 陸雄
第５部会副部会長、熊本大学理事・副学長 足立 啓二
第６部会部会長、メディア教育開発センター理事長 清水 康敬

第１部会部会長 青野 敏博

現代ＧＰ第１部会「地域活性化への貢献」

の部会長として選定に携わらせていただき

ました青野です。経過についてご説明させ

ていただきます。

皆様方、ご存知のように平成１５年度に

文部科学省は「地域貢献特別支援事業」を

立ち上げまして、２６大学を採択したわけ

でございます。翌平成１６年度から現代教

育ニーズ取組支援プログラムがはじまりそ

の中のテーマとして「地域活性化への貢献」

が新たに設けられましたので、その地域貢

献特別支援事業と地域活性化への貢献はど

こが違うのか、という観点も踏まえつつ議

論をし選考の方針を定めてまいりました。

その結果、現代ＧＰの方は教育ニーズ取

組支援プログラムでございますので、学生

教育の観点を取り入れた内容でなければな

らないということが浮かび上がってきまし

た。また、もう一つの点は他の大学

のモデルになるような事業でなければなら

ないということでございました。この２点

について特に重点をおきまして、選考をは

じめたわけでございます。

７月２３日に申請を締め切りましたとこ

ろ、２４６件と非常に多くの大学等からの

申請をいただきました。これに対して、部

会委員が９名でござまして、３６件を選ぶ

にあたり、大変な作業であったわけでござ

います。この２４６件を３つのグループに

分けまして、３名ずつで、１校の審査に２

名の委員があたりますと、１人あたり５４

件の書類を全部読んで審査にあたり、その

審査結果を提出いただきました。８月２５

日から２７日にかけまして、グループ毎に

委員２名とペーパーレフェリー２名に評価

をお願いいたしておりましたので、合わせ

まして審査をいたしまして、それぞれのグ

ループから１８件、１６件、１６件の合計

５０件を選びまして、面接審査の通知をさ
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せていただきました。２班に分けまして、

２５件ずつ、３名ないし４名の審査委員が

担 当 し て 面 接 審 査 を さ せ て い た だ き ま し

た。９月１日には、全グループの部会委員

全員が集まりまして、面接の評価を重視し、

そして書面審査の評価も加味して最終の判

定を行いまして、総合評価部会で３６件を

選び、推薦させていただきました。９月２

４日の選定委員会におきまして３６件が無

事選定取組として最終決定をされました。

その後は選定理由の執筆がございました。

各委員に３ないし５大学等の選定理由を執

筆していただきました。

総評といたしましては、以上による選考

の結果、その内容毎に８つの部分に分けて

おりますが、主に貢献の内容が、文学、社

会学、経済学、法学という文科系のものが

６件、工学、農学、理学、情報学という理

科系のものが８件、まちづくり、環境が５

件、医学、歯学、薬学、保健学が５件、教

育学、人材開発が３件、体育関係が２件、

音楽、美術が１件、その他６件で合計３６

件という分類になりました。非常に広い範

囲で社会貢献について、皆様方がご努力な

さっておられることがわかっていただける

かと思います。もう一度繰り返しますけれ

ども、この選ばれたものは、地域（県庁、

市役所、ＮＧＯなど）との連携がうまくい

っているかどうか、学生教育の観点が取り

入れられているかどうか、学生にできれば

単位を授与するという形になっているかど

うか、最後には他大学のモデルとなるよう

なプロジェクトかどうか、この３点をあわ

せて最終的にチェックをして、３６件を選

ばせていただきました。以上でございます。

第２部会副部会長 森山 明子

【尼崎会場と同趣旨の報告につきＰ１４を参

照してください。】

第３部会部会長 原田 園子

【尼崎会場と同趣旨の報告につきＰ１５を参

照してください。】

第４部会副部会長 髙井 陸雄

髙井でございます。運営小委員会委員の

島田先生からお話がありましたように、他

大学との統合・連携による教育機能の強化

は平成１７年度の地域活性化への貢献（広

域展開型）へ発展的に移行したものと私個

人は考えております。それは平成１６年度

の第４部会に申請のあった中、統合に関す

る取組をみてみますと例えば国立大学から

の申請は１０大学とあまり申請はありませ

んでした。どちらかといえば連携での申請

が多かったということが象徴的であったと

思っております。

さらに申請の概要を申し上げると一つは

かなり広域での大学間の連携もありました

けれど、地域圏内での連携、その連携をす

る過程において何を目的としているか、も

ちろん第４部会では現代ＧＰですから教育

プログラムを開発することでございますか

ら、教養教育のプログラムを共通にすると
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いう話のものもありましたけれども、それ

以外に地域の医療に対して連携した大学の

中でどのようにカバーしていくのかという

ものがいくつかございました。残念ながら

取組自身が、まだ明確に確立していないと

いうことで今回は選定されておりませんけ

れども、そのような取組が非常にたくさん

あったということは、地域の連携の中で大

学が関わりあっていく、広域に活動してい

るような大学では複数の大学で組むという

こともできるこわけですので、そのような

ことを考えると大変第４部会で扱っている

課題は発展しているのではないかと思いま

す。

戻りますが結果３８件の申請がございま

した。それを委員の方々で読んで、結局１

１件を面接審査の対象校といたしました。

そこでは実際にどういうプログラムを考え

ておられるのか、現実的にそれが実現可能

であるのかどうか、ということを質問いた

しました。やはりそのことによって、文章

上ではわからないことがはっきりとしてき

ました。低い点数をつけていたものも、面

接の過程で良い点になってくるようなこと

がございまして、実際にどういうことで取

組が実現されていくかということがはっき

りとしてきました。

平成１７年度もいくつかのものが面接審

査にかかると思いますが、やはり面接審査

の際は実際にがんばっていただきまして何

をいいたいのか、何が特徴的なのか、とい

うところを明確にしていただくことが必要

ではないかと思っております。

第５部会副部会長 足立 啓二

【尼崎会場と同趣旨の報告につきＰ１７を参

照してください。】

第６部会部会長 清水 康敬

【尼崎会場と同趣旨の報告につきＰ１８を参

照してください。】
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●意見交換及び質疑応答

◇意 見 交 換

永田（司会）：どうもありがとうございま

した。２人の運営小委員会委員、それから各

部会の委員の先生方から報告いただきました

申請取組の傾向、あるいは各部会の審査の観

点、着眼点、２つの部会につきましては面接

審査を実施しましたが、その状況について報

告をいただきました。第６部会からは、申請

についての技術的な留意点等についても報告

をいただいたかと思います。これからパネリ

ストのフリーディスカッションということで

ございますけれども、時間の関係もございま

すので若干テーマを絞って、私の方から事項

に沿ってパネリストの方々から意見をいただ

く形をとらさせていただきたいと思います。

４つに分けて話をしたいと思います。１つ

は、学部教育及び正規科目との連動性につい

てでございます。それから現代ＧＰにおける

そのプロジェクトの新規性ということはどう

なのかという問題がございます。３番目が、

その実績ないしは大学の基礎的な力量という

ものがどう関わるのかということでございま

す。４番目が教育の社会的効果に関連して、

どういう内容が求められているのか、という

あたりの４つに分けまして、関連する部会の

先生方からお話をいただきたいと思います。

まず最初の学部教育及び正規の科目との連

動ですが、公募の様式によりますと取組の概

要の次にプログラムとの適合性というところ

がございますけれども、このプログラムとの

適合性は６つのテーマそれぞれの趣旨・目的

にあっているかと同時に現代的教育ニーズと

いうプログラムですので、正規の教育という

こととどうつながっているかということが一

般的に要求されるわけでございます。個別に

各テーマに適合しているということと教育プ

ログラムとして適切かというところでござい

ますが、そのあたりについて第１部会の青野

委員に説明いただきたいと思います。地域活

性化への貢献といいますとのまちづくり、あ

るいは地域づくりに傾いて、教育課程という

形のものとの関連が遠かったり、あるいはほ

とんどみえなかったりというものもあろうか

と思いますが、そのあたりどういう判断をさ

れたのかということをお聞かせください。

青野：お答えいたします。最初に申しまし

たように選考の方針として、学生教育の観点

を取り入れた取組を優先することを決めさせ

ていただきましたが、すべての申請された取

組が学生教育の観点からカリキュラムをつく

り、それから単位を授与するというようなこ

とにはなっていませんでした。初年度で皆様

方に対するＰＲも不足していた部分もあった

のかと思います。それでも中には学生への教
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育に関することを非常に重点的に書いている

ところがございました。

例えば、神戸大学では、取組名が「地域歴

史遺産の活用を図る地域リーダー養成」とい

うことになっておりますが、ここでは文学部

の地域連携センター、工学部の建設学科が自

治体と連携展開してきた歴史的遺産保全活用

授業等に学生、院生が参加して地域住民と共

同して企画立案、実行し演習、実習するとい

うことも書かれておりました。

それから横浜国立大学では、学生参加型の

実践教育を展開するということで、法学、経

済学、環境学、教育学が融合した地域交流科

目というものを新たに大学内に設けまして、

それを軸として地域課題プロジェクト、コア

授業、関連科目の３つの取組を実施するとい

うことでございます。

豊 橋 技 術 科 学 大 学 で は 、 Pro jec t -Based

Learning とかあるいは公募型卒業研究、それ

から大学院の学生提案型地域活性化プロジェ

クト支援事業ということで学生が地域の活性

化に対して、論文のテーマに選び、実際に地

域共同型協働プログラムの開発を実践するな

どの内容が書かれておりました。

平成１７年度につきましては、そのような

点も考慮いただきまして、申請取組を検討し

ていただければと思います。

永田（司会）：ありがとうございました。

同様に第５部会の人材交流による産学連携教

育というものも、人材交流というところに焦

点がいってしまい、教育とのつながは難しい

ところがあったかと思われますが、そのあた

りいかがでしょうか。

足立：インターンシップ関連のものでござ

いまして、人材交流という観点と同時に学生

の正規の授業の中に組み込んでいくというこ

とについては、インターンシップの問題につ

いて多くは、明示していただいたのではない

かと思います。ただ正規の科目になるかどう

かという問題の中で、かなり悩ましい問題が

ございました。正規の科目としてきちんと単

位化をするにしてもどれだけの学生にその科

目を提供することができるかということにつ

いて、非常に先進的な取組ではあるけれども

一部の学生にしか提供できない取組とかなり

広範な学生あるいはすべての学生に課してい

くということをポイントにしている取組と両

方があったような気がします。

趣旨からいたしますと、どのような人材を

大学として育成するのかということがきちん

と完結するためには、基本的にすべての学生

もしくはそれに準ずる格好で行っていくこと

が良いのでしょうが、しかしながら取組が非

常にユニークでその大学の内部にとっても十

分新しいものを多くの学生に還元していける

取組であるならば、必ずしも必修科目でなく

ても選定させていただいたということがござ

います。しかしながら、必修かどうかを含め

て正規科目としていただくことは是非必要で

あると考えております。

永田（司会）：ありがとうございました。

第６部会からは既に清水委員から報告をいた

だいたかと思いますが、 e-Learning の取組で
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ございますけれども、正規課程としての取組、

教育課程としての取組はそれを目指すことを

前提として、必ずしもそれが組み込まれてい

るということは必要ないとコメントされまし

たが、そのあたりいかがでしょうか。

清水：基本的に正規の課程を目指すとい

うことは、例えば、開発したその年度に正規

の授業に認定するという面は非常に難しいだ

から、次年度にするとか、そういうことを踏

まえて、考えていくという意味で書いてある

わけでございます。多くの大学は、授業面を

挙げられまして、既存の授業を e-Learning に

するというような申請がございました。これ

は明らかに正規だと判断いたしました。しか

し公開講座のような形は、正規の授業とは思

いませんでしたので、その点では条件に合っ

ていないと判断させていただきました。

永田（司会）：ありがとうございました。

平成１７年度の公募にあたっては、趣旨・目

的のところで教育と結びついているというこ

とがわかるように随分改めております。また、

プログラムとの適合性のところで、冒頭に申

し上げましたように個別のテーマに適合して

いると同時に、学部あるいは大学院、学科、

高等専門学校の教育課程に連動しているとい

うが要件であるということは共通です。

次にこの現代ＧＰは、委員長の話にもあり

ましたように新しい教育モデルへの挑戦であ

るというところでございます。これまで経験

があって少し興味深いということではなく

て、プロジェクトの新規性というところが問

題になろうかと思います。そのあたりについ

て第２部会の知的財産関連教育の推進、これ

自体がまだ新しい分野であるということでご

ざいますけれど、審査におかれましていかが

だったでしょうか。

森山：第２部会におかれましては、知的財

産権教育あるいは知的財産教育であれば従来

的には法学部の問題として扱われるとの認識

であったと思いますが、この現代ＧＰで求め

ている知的財産は広い概念を含むということ

は既におわかりのことと思います。そうしま

すとその広い概念に対して、教育に関しまし

てどのようなプログラムを作るかというのは

はっきり申し上げまして前例が極めて少な

く、それぞれが非常に独自なものをそれが何

らかのモデルになると信じてやっていくこと

をこの選定委員会では、応援をしたいという

考え方でございます。とはいえ、申請される

方の中にいくつかの類型があったと先程申し

上げましたが、それぞれの類型の中からもっ

ともモデルとなり得るものを選定させていた

だいたというのが実際でございます。

永田（司会）：ありがとうございました。

今、委員がおしゃったように、新規性という

のは特異なものではなく、新しいプロジェク

トであり他の大学も活用できるという意味で

新規性と普遍性ということが基本になってい

るかと思いますが、領域によってはすべてが

新規であるところもあります。

逆に第３部会でございますけれども、仕事
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で英語が使えるという部分とこれまで伝統的

な英語教育という部分があると思われるんで

すが、報告の中でかなり原田委員から多面的

な説明をいただきましたけれども、このあた

り新しい教育プログラムについていかがでし

ょうか。

原田：新規性というところですけれども、

このテーマで申請されるのは各大学での英語

教育に長年従事されている先生が中心になっ

ておられるわけですから、本来の英語教育は

どうあらねばならないかということは十分、

踏まえておられるわけです。今回仕事で英語

が使える人材育成ということですからキャリ

ア意識の醸成、形成ということと結びつける

ということに苦心の跡がみられるということ

です。本来英語教育ということは、運用能力

というものを実際身につけさせるためにどう

したらよいか、長年考えておられるわけです

から、そういった中から、 e-Learning とか、

ポートフォリオとか、イングリッシュゾーン

ということが、あちこちの大学で別個に起こ

ってきているということで、すべての大学で

これができるわけではないですけれども、こ

れらはいずれ一つのマストになってくるとも

思われます。新規性といった場合に、これら

の多くの英語教育の研究発達により考え出さ

れてきたものをどのような工夫をもって実力

として身につけさせていくかということです

ね。例えば、 e-Learning でも導入していると

ころも多いと思いますが、どれだけの学生が

どれだけ意欲的に使って、実際に実力をつけ

るかについての評価上の工夫に新規性がある

と考えております。それがまた社会的評価と

他大学の参考になるとも思います。

永田（司会）：新規性といいますとオリジ

ナリティとか向上性というものがあるかと思

いますけれども、第５部会の足立委員から必

ずしも高度の人材を養成するといった出口の

向上性ではなく、教育の向上の技術としての

向上であるということについて少し説明をお

願いします。

足立：決して、人材養成の専門性が高度で

あることが、そのプログラムが高度であるこ

とが必要なのではなく、現場でどんなに地道

なことをやっている人でも必要な高度な力を

つけるために鍛え抜かれたプログラムは高度

なプログラムであります。そのように判断を

させていただきたいと思います。部会でどの

ようなプログラムが選定されたかといいます

と、決してどれも奇抜なという意味では新規

でも何でもありません。そのことを周到に考

えて、実践を踏まえてきちんと計画を立てら

れているということが新規であって、私達が

これは新規性がないと判断したのは、これま

でどこでもあることをうちでもやりますよと

いうのは困るし、これまでやってきたことを

新たなプラスの要素がなくて書いているのも

新規性がないことであって、基本的にはどん

なレベルのものであってもきちっとつくって

あるものは非常に関心をもって読ませていた

だきました。

永田（司会）：ありがとうございました。
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その点について少し皆さんが興味があるかと

思います。第１部会の地域の活性化というの

は、ある意味では結びつきとかアイデアがパ

ターン化する面もあると思いますが、少し面

白いものとして感動したものがありましたら

新規性、オリジナリティという点でいかがで

しょうか。

青野：大同工業大学を例にとりますと、

名古屋の工住混合地域に位置していまして、

工住混合地区への街並み形成のデザイン建築

をしようとする取組を行っております。名古

屋の区役所やまちづくり推進を地元企業など

が一緒になって、殺風景な工業地帯をより緑

の多く、楽しい地域にしようと取り組んでお

ります。

高崎経済大学では、高崎市の中心市街地に

大学地域の交流館をつくりまして、まちなか

再生調査、ラジオゼミナール＆ラジコム事業

などで公開ワークショップを開いたりして、

地域との密着を図っております。それから山

形大学では、医師の偏在により地域医療に困

っている現状があり、それを大学が一定のプ

ログラムをもとに卒後教育も含めて、ある一

定の期間を大学で学ばさせることによって山

形県の医師の派遣をスムーズにするというこ

とであります。

いずれにしても基礎的な土台があり、すな

わち、現在それらしいことを実施していて問

題に直面していることがあって、それを発展

させて地域性を追求したということであっ

て、まったく一から何もないところに新しい

ものをつくって考えていくのはなかなかうま

くいかないかもしれません。

永田（司会）：ありがとうございました。

新規性といった場合にその大学の基礎的な力

量等、申請書でいいますと実現可能性（具体

的な実施能力）というところで過去の実績を

求めるわけではないけれどもそのプログラム

を実現していくだけの力量を備えておく必要

があるかと思います。そのあたり、一番技術

的な部分で高度なものが使われると我々は考

えますけれども第６部会の清水委員いかがで

しょうか。

清水： e-Learning にもいろいろな形がござ

いまして、既に諸外国や日本の国内で確立し

た技術で異類化するというのもわかります。

そのときにその大学が特有な e-Learning 構想

をある程度まとまった形でつくっていくこと

を、一つのポイントとして評価させていただ

きました。それとは別に e-Learning 構想をマ

ネジメントするシステムが先進的なものとい

う取組がございます。これもある意味では日

本の e-Learning 構想のあり方で日本にリーダ

ーシップをとっていただくために必要ですの

で、そういう意味で良い取組として選定させ

ていただきました。

例えば、電気通信大学の相互作用型という

ものと徳島大学のユビキタス技術ですね。こ

れは技術開発の点でも非常にユニークであり

かつ実践をもって、我々の評価としてはその

実践をするメンバーの中に核となる非常に優

れた技術者、研究者がいたというこでござい

ます。２つの観点で選定させていただいたと
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いうことになります。

永田（司会）：ありがとうございました。

この現代ＧＰというのは過去の実績を評価す

るということではございませんけれど、新し

いプログラムに具体的に取り組んでいく実施

能力という点で、その基盤をしっかりと説明

していく必要があろうかと思います。

４番目のテーマでありますが、申請書の書

き難いところで教育の社会的効果等ですけれ

ども、この部分は申請取組がその教育を通じ

てどのような人材をつくるか、そしてその人

材を産み出すことによって社会に貢献してい

くかというこの２つを含めた表現であると理

解できるかと思います。そのあたりにつきま

して、第４部会の髙井委員いかがでしょうか。

髙井 ：求められているものがすべて満足され

ていなければ、このプログラムに通らないという

わけではありません。視点としては、社会に人材

を出した時にどれだけ役に立つのかとい うこ と

は、高等教育では必ず必要になってくるとい う

視点で我々は対応させていただきました。その

なかには残念ながらプログラムとしては選定さ

れませんでしたが、やはり地域の中で地震に対

する安全の問題をどのように考えていくというよ

うなプログラムを、連携大学の中で考えていくと

いった取組がございました。平成１ ７年度は対

応されていただければきちっとしたことがで

きていくのではないかと思っております。ま

た、クオリティーオブライフという考え方で、

地域の住民の方々の生活の質をどうやって変

えていくのか、この問題は医学部の問題でも

あるだろうし、短期大学でヘルスケアをやっ

ているところと一緒に考えながら対応してい

けば、地域の中で非常に良い連携ができてい

き、ただ単に連携するだけではなく、学生に

対していいプログラムを与えていくというこ

とが実現できるかと思っております。その他

にも獣医関係の方々が大きなかたまりの中で

連携をとりながら、そこの部分で確実に地域

の中にその貢献を返していくというプログラ

ムを提案されておりました。やはり出口の考

え方だろうと思います。先程の e-Learning に

非常に高度な技術であるかしれないが、クオ

リティーオブライフを変えていくとか、ある

いはもう少し違う視点から、安全というよう

なことからでも取組はいろいろ考えられるの

ではないかと思います。

永田（司会）：ありがとうございました。

もう一つ全体的なものとしてプログラムの取

り組み方ですけれども、大学におけるこのよ

うなシステムを作成、プロジェクトを立ち上

げるプロセス、あるいはスタッフの養成など

について、審査される側、あるいは学長とし

てどういうやり方を考えたらいいのかご意見

があればいただきたいと思います。

髙井 ：これは難しいことだと思います。そ

れぞれの大学の中でどのようなシーズがあっ

て、例えばこれを地域のニーズと結びつけて

いくのか、社会が必要としていることに対し

て大学側がもっているシーズをしっかりとシ

ステマティックに結びつけていくということ

をしていかなければならない。大きな大学で
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はかなりの人材がいますので、やる場合には

委員会などを立ち上げることができますけれ

ど、小規模な大学ですといつも同じ人が同じ

ところで出てくるということにもなってしま

いますが、そこのところをみなさんで考えな

がら、そういうことをやることも大学の中の

人材を育てていくことになるという非常に手

間暇かかると思いますけれども、この現代

ＧＰをやっていくということは大学の中が自

信を持って活動できるようになると、先程島

田先生からお話がありましたけれども、そう

いうところにも使っていかなければ大学とし

ては疲れが残るだけで、何も残ってこないの

ではないかと私は思います。

永田（司会）：ありがとうございました。

これは、規模にもよりますし、それぞれの大

学の特性にもよりますので難しいところかと

思います。学長のリーダーシップでシステマ

ティックにやっていくということの工夫が必

要であるかということでございます。

本日の問題にした部分につきまして、表現

には出てきておりませんけれど、特色ＧＰと

現代ＧＰとでは、一体どこが違うのかという

ところが気にかかるところですのでこの事業

を設定されました文部科学省の山﨑主任大学

改革官からお願いしたいと思います。

山﨑：特色ＧＰと現代ＧＰの違いでござい

ますが、いくつかございます。公募要領をご

覧いただければ当然おわかりだと思います

が、特色ＧＰにはテーマ例１から５までがご

ざいまして、総合的な取組、教育課程の工夫

改善、方法の工夫改善などのあくまでテーマ

例ということになっております。これはあく

まで例示でございまして、申請の段階の区分

というような位置づけでございます。ですの

で、このテーマ例１から５にあてはまらない

場合もそれぞれの大学で独自に設定すること

も構わないことになっております。

それに対して、現代ＧＰは平成１６年度で

いえば、地域活性化への貢献など政策課題に

対応したテーマということで、あらかじめ具

体的に設定したものに申請していただくとい

ことでございます。いわば課題を設定してい

るということで、そのテーマ以外のテーマは

認めないこととしております。

これまでの議論でもございました違いのひ

とつとして、特色ＧＰは実績を評価します。

過去の実績を審査にあたってそのものを評価

するということでございます。公募要領でも

今日まで継続的に実施しているもので改革後

の体制で学生を受け入れて実績を挙げている

取組であることなっております。現代ＧＰの

場合も実績がなければ判断できないのではな

いかという議論がございまして、審査の観点

で実現可能性という観点がございますが、確

かに実現可能性を判断するにあたっては過去

の実績も当然要素としてなってきますが、特

色ＧＰと違って実績そのものを評価するので

はなくて、あくまで実現可能性を判断するに

あたっての材料として評価するという違いが

ございます。

補助金交付の場合でも特色ＧＰは、申請の

あった取組そのものに対して補助をするので

はなく、すなわち過去の取組に遡って補助を
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するのではなくて、申請のあったものが選定

された場合、それをさらにステップアップさ

れて発展させた取組について、補助をすると

いうものでございます。これに対して現代Ｇ

Ｐは申請のあった取組そのものを補助対象と

するものでございます。

永田（司会）：どうもありがとうございま

した。これで各部会や文部科学省の説明を終

わりまして、最後に運営小委員会のお二人に

今までの話をお聞きになって、一言ずつコメ

ントをいただきたいと思います。

高田：各部会の先生方から話がありまし

たが、一つはモデル、もう一つは経験の蓄積

等、現代ＧＰに関しての指摘があったかと思

います。

これから大学のランキングというものがい

ろいろなところで出てくると思います。それ

で今研究ランキングというものが実は話題に

なっておりまして、いずれ教育の側面での評

価、すなわちこれは第三者評価が入ってきま

すのでその結果が出てまいりますが、そうす

るとおそらくいろいろな機関、組織が教育の

側面で大学をランキングしてくると思われま

す。新しければいいとは考えておりませんけ

れど、いろいろ教育の取組をやっていくこと

が非常に重要になると思います。私どもの大

学の経験ですけれども、非常に情報が速くて

いろいろな試みをやりますと若い受験者たち

は敏感に反応して、例えば自由に書き込みが

できるホームページなどに結構いろいろなこ

とが書いてあります、悪口や的を得た書き込

みなどがしてあります。そういうところをみ

ておりますと大学が努力しているところは敏

感に実は受け止めているのではないかと思い

ます。是非、現代ＧＰでいろいろな試みをや

っていってほしいと思います。

永田（司会）：ありがとうございました。

それでは島田委員、お願いいたします。

島田：各部会の責任者であられる先生方

から、いろいろな観点からの参考になるお話

をいただきました。それ以前に各大学の担当

者の皆々様、本当に真剣にこのＧＰに取り組

もうということで、また取り組んでいらっし

ゃると思います。

それでいくつかのヒントがすでにでており

ますように自分の大学の強みというようなと

ころからシーズを探すこと、例えば保育が強

ければ保育の面でより先進的な工夫ができな

いかと、あるいは栄養が強ければ栄養の面で

どうしたらもっと社会に役立てるかというよ

うに、強みから探してみるのというのもひと

つあるかもしれません。このＧＰは他の大学

の参考になるということが大きな要素でござ

いますので、いろいろなところを見学される

と良いかと思います。私もある大学を見学さ

せていただきまして、感銘を受け、それを自

分たちの大学に合ったやり方で構築すること

をした体験がございます。自分の大学の教育

のあり方を振り返るのに、みせていただくと

いうことは大変ありがたいと思います。

平成１７年度はより申請しやすくなったと

信じておりますので、これを機会に教職員が
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一体となって、申請していただけますようお

願いいたします。

永田（司会）：どうもありがとうございま

した。これでフリーディスカッションを終わ

りたいと思いますが、客席の皆様から何かご

質問・ご意見等がありましたらお願いいたし

ます。

◇質 疑 応 答

脇山：仙台電波工業高等専門学校の脇山

です。平成１７年度に高専が申請できる枠が

広がったことに対して非常にありがたく思っ

ております。それで、お聞きしたいことは、

人材交流による産学連携で、ここで求められ

ている人材育成とは、何を指すのか、要する

に学生に対する教育が重点であるということ

はよく理解でますが、その時に産学連携によ

る人材交流といった時に要件の中に産からの

適切な指導者が学生の指導にあたることがひ

とつ入っていると思うのですが、またインタ

ーンシップの場合は逆に学生が産の方へいく

というのが一つあると思いますが、その他の

人材交流として、例えば先生方の間の人材交

流、他の大学と高専との間とか、それから企

業と教員との間の人材交流、そういったこと

が結局、学生に対する教育の内容を高めてい

くことになるのですが、そういったことも人

材交流の中に含められるのかどうかをお聞き

したいと思います。

足立：ご質問のご趣旨に具体的にわからな

いところもあるのですが、その先生の間の交

流ということは入らないように思いますが。

脇山：例えば、高専の場合は、国立の５５

高専が一法人になりました。そのなかで教員

の交流というものも法人にした理由の中に入

っておりまして、そういったことを含めて、

我々は高専全体の中での教育ニーズに対応し

ていくような考えをもっているんですが、そ

ういったことの取組も人材交流の中に含まれ

るのでしょうか。

足立：基本的には産学を中心にする社会と

大学、高等教育機関との交流の中から人材が

育成されることであって、機関の間の協力と

いうことは内容の中に入らないと思います。

髙井 ：これは学生に対してどういうプログ

ラムを提供していくかという中での人材交流

を書いていただきたいなと思います。実際に

は、交流によって非常に結果的には学生に良

いことを与えられと思いますが、その立場で

のプログラムではないように思います。

横井：明治大学の横井です。一点だけ技

術的なことをお伺いしたいのですが、昨年度

の場合には、申請単位が大学全体と学部単位、

大学院研究科で行う取組というようになって

いたかと思いますが、今回は大学全体という

ようなことがなくなっていると思うのです

が、学部ないし複数の学部も可ということで

大学の場合はなっているわけですが、その違

いについて押していただければと思います。
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山﨑：大学全体も対象になります。公募

要領の作成の時に書き方を統一して整理した

関係で、当然複数の学部で取り組むもっと大

きなものは大学全体という考え方ですので含

みます。

松井：東邦大学の松井です。原田委員に

お聞きしたいのですが、英語ができる人材の

育成という場合には、やはりそのプログラム

における教育効果というのが判断基準になる

かと思いますが、プログラムをはじめる前と

後で、これだけの効果がありましたというこ

とを、例えば、TOEFL や TOEIC の点でこれ

だけ上がったという報告が結構あるのです

が、そのプログラムのためにそれが本当に上

がったかどうかは難しい問題があります。そ

ういうことを示すことも我々のプログラムの

中に入れておくことが審査にあたって大事な

ことなのかどうかについてお伺いします。

原田：その問題はいつも各大学で議論され

ておりますし、私どもも問題にはしておりま

すけれども、おっしゃるとおり一つのデータ

として示されれば、１００％プログラムの効

果ではないかもしれませんが、効果があった

であろうというような感想を抱けるわけで

す。

永田（司会）：その点では、申請書の様式

にもありますように、最後の評価体制等とい

う部分がございます。この部分は今の英語の

成果が上がったかということだけではなく

て、それぞれのプログラムの成果であります。

ですから、こういうシステムでこの成果を測

定する形で、年次毎に説得力のある形で書か

れているということが必要か思われます。こ

れからのプログラムですから成果そのものを

示して争うことはできませんので、その評価

体制の合理性、説得力あるものが書かれてい

ればプラスになるということではないでしょ

うか。

それでは、全体的な総括を荻上委員長から

お願いいたします。
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●総 括

大学評価・学位授与機構教授 荻上 紘一

短い時間ではありましたが、随分いろいろ

な論点で議論をしていただけたのではないか

と思います。

最後に評価の問題等も出ましたが、私は今

第三者評価をする機関に所属しているもので

すからそのあたりも含め少し申し上げたいと

思います。現代ＧＰに限らず競争的資金でも

第三者評価を受けられる際もまったく共通し

ていますが、まず何よりも各大学が目的・目

標あるいは理念といったものを明確に定める

ことの必要性を強調しておきたいと思いま

す。

これまで私立大学は、建学の理念をかなり

明確に掲げられておられたと思いますが、国

公立大学は必ずしも大学の目的・目標が明確

に定められていたかというとそうともいえな

い面があるのではないでしょうか。実は私ど

ものところで試行的な評価を国立大学と一部

の公立大学を対象に実施させていただきまし

たが、その時にあわてて目的・目標をつくっ

たというような大学も見受けられました。目

的・目標が後からつくられては困るのであっ

て、目的・目標を定めて大学を運営していた

だくべきものだと思います。今はそのあたり

は各大学に十分認識されるようになったかと

思います。

この現代ＧＰは教育がキーワードですの

で、まず各大学等がどういう教育目標を設定

しているのか、どういう人材を育てようとし

ているのかというところを明確にしていただ

く必要があると思います。それがないと申請

書を作成いただいても、審査する方の側とし

てはどういった人材を育てるためにこういう

取組をしようとしているのかがはっきり理解

できない恐れがあります。そうすると申請に

迫力がなくなります。我々の方としても素晴

らしい取組だとはなかなか評価できないので

はないかと思いますので、まず第１に目的・

目標、育てる人材像を明確にしていただきた

い。それに基づいて、何をしたいのか、この

現代ＧＰであれば６つのテーマが設定されて

いますが、その目的・目標のためにどのテー

マでどういう取組を行うのか、そこを明確に

して申請する必要があります。そうすること

によって各大学等の特色がはっきりみえてき

ます。この点が非常に重要なことだと考えま

す。

それから教育というものについてですが、

先程出口の話が出ていましたが、入口と出口

の間に４年間なり２年間の教育を行うわけで

すが、その間にどれだけの付加価値をつける

ことができたかが教育力ということになるわ
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けです。最初に非常に優秀な学生が入ってき

て出る時もやはり優秀だった、これは当たり

前のことでして特に教育をしなくてもそうな

るのかもしれない。在学中に、どれだけの付

加価値をつけられるかということが重要でそ

のためにこういう工夫を本学では行います、

こういう付加価値をつけて卒業させたいとい

うところを明確にしていただかないと審査す

る側にも十分にアピールするものがないので

はないかと思います。これは冒頭にも申し上

げました目的・目標、理念の設定と関わって

くるわけです。

定めた目的・目標に向かってどういった教

育を行っていくのかという点でやはり第１に

問われるのが学長のリーダーシップです。

これまでは、各教員が独自性を発揮して教

育を行ってきたと思いますが、今社会から求

められているものは、それだけではなくて大

学が組織としてどういう教育をしてくれるの

かということだと思います。そのためには各

教員、各学部、各学科に任せていたのではう

まくいかないと思います。こういった申請書

をみる側からしてもその大学が組織として学

長のリーダーシップの下にきちんとした考え

方を持っているのかどうか、きちんとしてい

るなあという取組と、はっきりしないなあと

いう取組が読む方の側からはっきりみえると

感じました。

そういった点から来年以降こういった申請

にチャレンジされる場合には、まずこういっ

た点を明らかにしていただく必要があるので

はないかと考えております。本日、個々の点

については各部会からの説明、ご質問等でノ

ウハウ等は理解していただけたのではないか

と思いますが、全体的な観点からは以上のよ

うなことを述べておきたいと思います。今日

はどうもありがとうございました。

Copyright © 2005 Ministry of Education,

Culture, Sports, Science and Technology
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1 拓殖大学北海道短期大学 1 短期大学学科単位 新規就農支援による地域の活性化 19

2 北見工業大学 1 大学全体
ITによる地域活性化教育支援システム
（e-学生・技術者・市民とのまちづくり支援プログラム）

8

3 札幌医科大学 1 大学全体 地域密着型チーム医療実習 12

4 千歳科学技術大学 1 大学全体
学生力を活用した理科e-ｌearning教材の開発
―地域小中学校との連携による理科離れの抑制―

14

5 北海道医療大学 1 学部単位 地域への健康支援と融合・連携した学生教育 14

6 北海道大学 1 大学全体
北方地域人間環境科学教育プログラム
―総合的環境科学教育による地域活性化―

8

7 山形大学 1 学部単位
生涯医学教育拠点形成プログラム
―包括的地域医療支援機構創設―

8

8 秋田県立大学短期大学部 1 短期大学全体 農村地域の活性化実践プロジェクト 19

9 福島県立医科大学 1 大学全体
地域連携型医学教育の試み　～へき地医療支援システムと医師生涯教育の融合に
よる誰もが健康で安心して暮らせる地域社会の実現～

12

10 横浜国立大学 1 大学全体
地域交流科目による学生参画型実践教育
―都市再生を目指す地域連携―

9

11 高崎経済大学 1 学部単位 地域づくりへの学生参加教育プロジェクト 12

12 千葉商科大学 1 大学全体 地域課題の調査・分析に基づく政策実践教育 15

13 東京芸術大学 1 大学全体 取手アートプロジェクトと地域文化の活性化 9

14 駿河台大学 1 大学全体 学生参加による＜入間＞活性化プロジェクト 15

15 慶應義塾大学 1 大学全体 コミュニティ型教育プログラムと地域活性化 15

16 東京外国語大学 1 大学全体 在日外国人児童生徒への学習支援活動 9

17 中央大学 1 大学院研究科単位 「中大・八王子方式」による地域活性化支援 16

18 文京学院大学 1 大学全体 共生社会創造を図る地域貢献活動と雇用創出 16

19 法政大学 1 大学全体
地域の中小企業活性化と実践的体験教育
―コンサルティングと課題解決教育の構築―

16

20 日本赤十字武蔵野短期大学 1 短期大学全体 短期大学を拠点とした地域防災活動の推進 19

21 岐阜大学 1 大学全体
地域協学型の風土保全教育プログラム
―ぎふ公民館大学―

10

22 豊橋技術科学大学 1 大学全体
地域協働型工房教育プログラムの開発と実践
―地域社会を想う実践的創造的技術者養成を目指して―

10

23 富山県立大学 1 大学全体 地域連結型「知の結集」工学教育プログラム 13

24 高岡短期大学 1 短期大学全体
「炉端談義」方式による地場産業活性化授業
―地域と一体となった授業計画・実施・評価委員会によるものづくり教育―

18

25 金沢工業大学 1 大学全体 学びを創造するインターネット町民塾 17

26 滋賀県立大学 1 大学全体
スチューデント　ファーム「近江楽座」
―まち・むら・くらしふれあい工舎

13

27 大同工業大学 1 学部単位 工住混合地域の街並形成へのデザイン提案 17

28 日本福祉大学 1 大学全体
知多広域圏活性化にむけた学生の地域参加
―学部の実践型教育の強化を通じて―

17

29 大阪大学 1 大学全体 リノベーションまちづくりデザイナーの養成 10

30 神戸大学 1 大学全体 地域歴史遺産の活用を図る地域リーダー養成 11

31 関西学院大学 1 大学全体 学生による「劇場空間・宝塚」の都市再生 18

32 京都外国語大学 1 学部単位
官学連携による観光振興
―多言語で京都を発信する―

18

33 岡山大学 1 大学院研究科単位
バイオ人材教育による地域活性化方策
―地域産業と連携した教育プログラムの立案と実践―

11

34 北九州市立大学 1 学部単位 地域密着型環境教育プログラムの進化と展開 13

35 県立長崎シーボルト大学 1 大学全体 『シーボルトキャラバン　―　生と性の主人公になろう 』 14

36 鹿屋体育大学 1 学部単位 学生のスポーツボランティア活動の支援事業 11

37 群馬大学 2 大学全体 知的財産啓蒙教育及び弁理士チャレンジ教育 20

38 三重大学 2 大学全体 全学的な知的財産創出プログラムの展開 20

39 東京工科大学 2 学部単位 インタラクティブゲーム制作の実践教育 20

40 岐阜女子大学 2 学部単位
デジタル・アーキビストの養成
－ 文化情報の創造、保護・管理、流通利用を支援する －

21

41 帝塚山大学 2 大学全体
知的財産の法・政策・実務に強い人材の養成
―高大連携から学部・大学院教育まで―

21

42 東京医科歯科大学 3 大学全体 国際的医療人育成のための先駆的教育体系 22

43 福井大学 3 学部単位 医学英語と医学・看護学の統合的一貫教育 22

44 国際教養大学 3 大学全体
国際的通用性のある人材育成を目指して
―英語力の抜本的向上のための教育実践―

22

45 工学院大学 3 大学全体 グローバルエンジニア育成における英語教育 23

46 昭和女子大学 3 大学全体
専門を生かした体験型海外留学制度の展開
―英語でフィールドワークやインターンシップに挑戦―

23

47 東京医科大学 3 大学全体 医学生のための英語推進プログラムの構築 23

48 東京女子大学 3 大学全体
キャリア･イングリッシュ･アイランド
英語の運用能力を発言力・行動力に転化するための取組

24

49 立教大学 3 学部単位
バイリンガル・ビジネスパーソンの育成
～多層的イマージョン教育プログラム～

24

50 早稲田大学 3 学部単位 英語がつなぐグローバルキャンパスへの取組 24

51 名古屋外国語大学 3 学部単位
現代英語プログラム　－現代国際社会の諸領域において仕事をする専門職業人の
ための使える英語力増強に向けて－

24

52 立命館大学 3 大学全体 Japan & World Perspectives Program 25

53 神戸女学院大学 3 大学全体
通訳トレーニング法を活用した英語教育
～英語運用能力向上の新しいプログラム～

25

54 立命館アジア太平洋大学 3 大学全体 Student Mobilityの推進 25

《参加大学・短期大学・高等専門学校一覧》
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ページ

55

山形大学・山形県立保健医療大
学・東北公益文科大学・山形県
立米沢女子短期大学・羽陽学園
短期大学・山形短期大学

4 共同 連携・共有する教養教育プログラムの開発　－県内高等教育の向上を目指して－ 26

56 京都大学 4 大学院研究科単位
国際連携による地球・環境科学教育　－アジア地域の大学との同時進行型連携講
義の構築と実践－

26

57 東京海洋大学 4 大学全体
食品流通の安全管理教育プログラムの開発　－食品流通の安全管理システム専門
技術者養成コースの創設－

26

58

桜美林大学・大妻女子大学・國
學院大学・国士舘大学・高千穂
大学・玉川大学・東京工芸大
学・東京女学館大学・東京農業
大学・麻布大学・神奈川工科大
学・鎌倉女子大学・相模女子大
学・産能大学・松蔭大学・昭和
音楽大学・女子美術大学・田園
調布学園大学・女子美術大学短
期大学部・東京田中短期大学・
ヤマザキ動物看護短期大学・山
野美容芸術短期大学・和泉短期
大学・相模女子大学短期大学
部・湘北短期大学・昭和音楽大
学短期大学部・田園調布学園大
学短期大学部・横浜美術短期大
学

4 共同 大学間連携による教養教育への総合的取組 27

59

金沢大学・北陸先端科学技術大
学院大学・石川県立看護大学・
金沢美術工芸大学・金沢医科大
学・金沢学院大学・金沢工業大
学・金沢星稜大学・金城大学・
北陸大学・石川県農業短期大
学・金沢学院短期大学・金城大
学短期大学部・小松短期大学・
星稜女子短期大学・北陸学院短
期大学・石川工業高等専門学
校・金沢工業高等専門学校・放
送大学

4 共同
大学連携による石川の「知」の拠点の創出　－いしかわシティカレッジの整備・充実
－

27

60
広島大学・鳥取大学・岡山大
学・山口大学・愛媛大学・広島
県立大学

4 共同
大学間連携によるフィールド教育体系の構築　－中国・四国地域の農学系学部をモ
デルとして－

27

61 広島大学 5 大学院研究科単位 「国境を超えるエンジニア」教育プログラム 28

62 滋賀医科大学 5 大学全体 産学連携によるプライマリ・ケア医学教育 28

63 高知大学 5 大学全体
課題探求能力育成型インターンシップの開発
　（副題）－コラボレーション型インターンシップ（ＣＢＩ）授業システムの全学導入－

28

64 亜細亜大学 5 大学全体 アジア夢カレッジ　－４年一貫の産学連携によるキャリア開発中国プログラム－ 29

65 東京女子医科大学 5 大学全体 医工連携実践のための人材育成 29

66 東京電機大学 5 学部単位 「プロジェクト科目」を核とした産学連携 29

67 京都産業大学 5 大学全体
日本型コーオプ教育　－オン・キャンパス学習と就業体験との融合による「多層サン
ドイッチ方式」の展開－

29

68 同志社大学 5 大学全体 プロジェクト主義教育による人材育成　「プロデュース・テクノロジー」の創成 30

69 埼玉女子短期大学 5 短期大学全体 インターンシップとキャリア短大構想 30

70 長野工業高等専門学校 5 高等専門学校全体 地域企業と取組む長期インターンシップ制度 30

71
琉球大学・沖縄県立芸術大学・
沖縄国際大学

5 共同 産学連携による学生の即戦力化プログラム 31

72 放送大学 6 大学全体 アーカイブズ活用による双方向型遠隔教育 36

73 佐賀大学 6 大学全体 ネット授業の展開 35

74 九州大学 6 学部単位 WBT(Web Based Training)による医療系統合教育 34

75 徳島大学 6 学部単位 ユビキタス技術による新しい学習環境の創生 34

76 関西大学 6 大学全体
進化するe-Learningの展開
～授業と学習の統合的支援および教授法と学習コンテンツの共有化～

36

77 金沢大学 6 大学全体 ＩＴ教育用素材集の開発とＩＴ教育の推進 33

78 信州大学 6 大学全体
信州大発“学び”のビッグバンプロジェクト
―実績を基盤とした教材の充実と国際化・ユニバーサルデザイン化―

33

79 長岡技術科学大学 6 大学全体
安全社会を創成する先進技術教育プログラム
eSAFE:e-Learning Program for Safety Advanced Frontier Education

33

80 法政大学 6 大学全体
新しい国際遠隔教育の構築に向けて
―コンテンツ開発とオンデマンド教育―

35

81 岐阜大学 6 大学院研究科単位 教師のための遠隔大学院カリキュラムの開発 34

82
岐阜工業高等専門学校・群馬工
業高等専門学校・鈴鹿工業高等
専門学校

6 共同 単位互換を伴う実践型講義配信事業 36

83 電気通信大学 6 大学全体 専門重視の相互作用型ｅ-ラーニング実践 32

84 横浜国立大学 6 学部単位
経営学eラーニングの開発と実践
－ゲーミングメソッドを基盤として－

32

85 北海道大学 6 大学全体 大学院・社会人教育支援ｅ-カリキュラム 32

86 千歳科学技術大学 6 大学全体
新たな情報キャリアアップ教育の実現
― e-learningを介した全学情報教育の共有化 ―

35
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